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第8章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

8.1 環境影響評価の項目の選定 

8.1.1 環境影響評価の項目 

対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目の選定に当たり、「第 2 章 対象事業の目的及

び内容」及び「第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況」を踏まえて本事業の事業特性

及び地域特性を抽出した結果は、表 8.1-1 及び表 8.1-2 のとおりである。 

また、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画

段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該

項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の

保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年通商産業省令第 54 号）（以下「発

電所アセス省令」という。）第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所 別表第 6 備考第 2

号」に掲げる一般的な事業の内容と本事業の内容との相違について比較整理した結果は、表

8.1-3 のとおりである。 

上記の整理結果に基づき、一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う影響要

因について、「発電所アセス省令」別表第 6 においてその影響を受けるおそれがあるとされる

環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域

特性を踏まえ、「発電所アセス省令」第 21 条の規定に基づき、表 8.1-4 のとおり本事業に係る

環境影響評価の項目を選定した。 

環境影響評価の項目の選定にあたっては、「発電所アセス省令」等について解説された「発

電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、令和 2 年）（以下「発電所アセスの手引」とい

う。）を参考にした。 

 

表 8.1-1 本事業の事業特性 

影響要因の 

区 分 
事業の特性 

工事の実施 

・ 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工

事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。 

・ 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事を行う（しゅんせつ工事、港湾工

事は行わない。）。 

・ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の

造成、整地を行う（既存の林道を使用し、一部林道に隣接しない設備までは管理用道路

を設置する。）。 

土地又は工作物の

存在及び供用 

・ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所及び管理用

道路を有する。 

・ 施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。 
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表 8.1-2 主な地域特性 

項目 主な地域特性 

大気環境 

・対象事業実施区域及びその周囲の気象の状況として、川内地域気象観測所における令和 5 年

の年平均気温は 17.9℃、年降水量は 2,239.0mm、年平均風速は 2.2m/s、年間日照時間は

1,958.0 時間であり、年間の風向出現頻度は最も高い北北東が 20.6％、次いで北東が 11.5％

である。八重山地域気象観測所では降水量のみの観測となっており、令和 5 年の年降水量は

2,956.5mm である。東市来地域気象観測所における令和 5 年の年平均気温は 18.1℃、年降水

量は 2,298.0mm、年平均風速は 2.1m/s、年間日照時間は 2,067.8 時間であり、年間の風向出

現頻度は最も高い東南東が 17.9％、次いで東が 12.8％である。 

・対象事業実施区域の周囲の測定局として、一般局の「鹿児島市役所局」及び「環境保健セン

ター局」が鹿児島市に、「隈之城局」が薩摩川内市に設置されている。また、自排局の「鴨

池」が鹿児島市に、「薩摩川内局」が薩摩川内市に設置されている。令和 4 年度は浮遊粒子状

物質、一酸化炭素及び微小粒子状物質について環境基準を達成しているが、光化学オキシダ

ントはすべての測定局で環境基準を達成していない。また、二酸化窒素及び二酸化硫黄はす

べての測定局で短期的評価基準は達成していないものの、長期的評価基準は達成している。 

・対象事業実施区域及びその周囲において、一般環境騒音の測定は実施されていない。 

・風力発電機から最寄りの配慮が特に必要な施設として、約 3.1km の位置に鹿児島自然学園が

ある。風力発電機と最寄りの住宅等までの距離は約 0.5km である。 

水環境 

・対象事業実施区域の北側には一級河川である川内川水系市比野川等が、西側には二級河川で

ある八房川水系八房川が、南側には二級河川である大里川水系大里川、神之川水系神之川等

がある。 

その他の 

環境 

・対象事業実施区域の土壌は、主に乾性褐色森林土壌からなっており、一部褐色森林土壌が分

布している。 

・対象事業実施区域の地形は、中起伏火山地からなっている。 

・対象事業実施区域の地質は、安山岩質岩石及び玄武岩質岩石が分布している。 

・対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質として、「第 3 回自然環境保全基礎

調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による自然景観資源である「八原高原」、「高塚

台地」等が分布している。 

・対象事業実施区域及びその周囲の大半は森林地域及び農業地域である。 

動 物 

植 物 

生態系 

・動物の重要な種として、対象事業実施区域及びその周囲において、哺乳類 8 種、鳥類 64 種、

爬虫類 3 種、両生類 3 種、昆虫類 77 種、魚類 12 種、底生動物 26 種、陸産貝類 27 種が確認

されている。 

・注目すべき生息地として、対象事業実施区域の周囲に鳥獣保護区が 5 か所存在しているもの

の、対象事業実施区域内には存在しない。 

・対象事業実施区域における植生の分布状況として、比較的面積の広い群落は、「ヤブツバキク

ラス域代償植生」のシイ・カシ二次林、「植林地」のスギ・ヒノキ・サワラ植林である。 

・植物の重要な種として、対象事業実施区域及びその周囲において、94 科 409 種が確認されて

いる。 

・対象事業実施区域内において、重要な群落は分布していない。 

・重要な自然環境のまとまりの場として、対象事業実施区域には保安林が分布している。 

景 観 

人と自然と 

の触れ合い 

の活動の場 

・対象事業実施区域及びその周囲における主要な眺望点として、「八重の棚田（甲突池）」等の

10 地点が挙げられる。 

・対象事業実施区域及びその周囲における景観資源は、八原高原、姶良火山等がある。 

・対象事業実施区域及びその周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場として、「八

重山公園」等の 6 か所が挙げられる。 

廃棄物等 

・令和 2 年度における鹿児島県の産業廃棄物の排出量は、8,170 千 t となっている。 

・対象事業実施区域を中心とした 50km の範囲には、産業廃棄物の中間処理施設が 171 か所、最

終処分場が 14 か所ある。 

放射性物質 

・対象事業実施区域及びその周囲における空間放射線量率の令和 5 年の測定結果は、月平均値

の最大は常盤局で 74nGy/h である。また、その他の測定地点では電子式線量計による測定が

行われており、年間を通して 0.2μSv/h 未満となっている。 
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表 8.1-3 一般的な事業と本事業の内容との比較 

影響要因の区分 一般的な事業の内容 本事業の内容 比較の結果 

工
事
の
実
施 

工事用資材等の

搬出入 

工事用資材等の搬出入とし

て、建築物、工作物等の建

築工事に必要な資材の搬出

入、工事関係者の通勤、残

土、伐採樹木、廃材の搬出

を行う。 

工事用資材等の搬出入とし

て、建築物、工作物等の建

築工事に必要な資材の搬出

入、工事関係者の通勤、残

土、伐採樹木、廃材の搬出

を行う。 

一般的な事業の内容に該当

する。 

建設機械の稼働 建設機械の稼働として、建

築物、工作物等の設置工事

（既設工作物の撤去又は廃

棄を含む。）を行う。なお、

海域に設置される場合は、

しゅんせつ工事を含む。 

建設機械の稼働として、建

築物、工作物等の設置工事

を行う（しゅんせつ工事、

港湾工事は行わない。）。 

一般的な事業の内容に該当

する。 

 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

造成等の施工として、樹木

の伐採等、掘削、地盤改

良、盛土等による敷地、搬

入道路の造成、整地を行

う。なお、海域に設置され

る場合は、海底の掘削等を

含む。 

造成等の施工として、樹木

の伐採等、掘削、地盤改

良、盛土等による敷地、搬

入道路の造成、整地を行う

（既存の林道を使用し、一

部林道に隣接しない設備ま

では管理用道路を設置す

る。）。 

一般的な事業の内容に該当

する。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

地形改変及び 

施設の存在 

地形改変及び施設の存在と

して、地形改変等を実施し

建設された風力発電所を有

する。なお、海域に設置さ

れる場合は、海域における

地形改変等を伴う。 

地形改変及び施設の存在と

して、地形改変等を実施し

建設された風力発電所及び

管理用道路を有する。 

一般的な事業の内容に該当

する。 

施設の稼働 施設の稼働として、風力発

電所の運転を行う。 

 

 

 

 

施設の稼働として、風力発

電所の運転を行う。 

一般的な事業の内容に該当

する。 
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表 8.1-4 環境影響評価の項目の選定 

 

 

 

影 響 要 因 の 区 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 要 素 の 区 分 

工事の実施 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構

成要素の良好な

状態の保持を旨

として調査、予

測及び評価され

るべき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物 ○ ○    

粉じん等 ○ ○    

騒音及び 

超低周波音 

騒 音 ○ ○   ○ 

低周波音（超低周波音を含む。）     ○ 

振 動 振 動 ○ ○    

水環境 
水 質 水の濁り   ○   

底 質 有害物質      

その他 

の環境 

地形及び地質 重要な地形及び地質      

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の

確保及び自然環

境の体系的保全

を 旨 と し て 調

査、予測及び評

価されるべき環

境要素 

動 物 

重要な種及び注目すべき生息地 

（海域に生息するものを除く。） 
  ○ ○ 

海域に生息する動物      

植 物 

重要な種及び重要な群落 

（海域に生育するものを除く。） 
  ○ ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系   ○ ○ 

人と自然との豊

かな触れ合いの

確保を旨として

調査、予測及び

評価されるべき

環境要素 

景 観 
主要な眺望点及び景観資源並びに

主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との 

触れ合いの活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活

動の場 
○   ○  

環境への負荷の

量の程度により

予測及び評価さ

れるべき環境要

素 

廃棄物等 

産業廃棄物   ○   

残 土   ○   

一般環境中の放

射性物質につい

て調査、予測及

び評価されるべ

き環境要素 

放射線の量 放射線の量      

注：1．  は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所 別表第 6」に示す参考項目であ

り、  は、同省令第 26 条の 2 第 1 項定める「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2．「○」は、対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目として選定した項目を示す。 

3．令和 2 年 8 月 31 日の「発電所アセス省令」の改正に伴い、第 23 条に基づく、風力発電所に係る参考手法か

ら、工事の実施に伴う大気環境の項目のうち、「工事用資材等の搬出入」、「建設機械の稼働」に伴う「窒素酸

化物」、「粉じん等」の項目及び「建設機械の稼働」に伴う「振動」の項目が削除されたものの、方法書時と

同様に上記の項目についても選定の要否を検討した。  
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8.1.2 選定の理由 

環境影響評価の項目として選定した理由は、表 8.1-5 のとおりである。 

また、参考項目のうち環境影響評価の項目として選定しない理由は、表 8.1-6 のとおりであ

り、「発電所アセス省令」第 21 条第 4 項に規定する参考項目として選定しない場合の考え方の

うち、第 1 号、第 2 号又は第 3 号のいずれの理由に該当するかを示した。 

 

表 8.1-5(1) 環境影響評価の項目として選定した理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定した理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大 

気 

環 

境 

大気質 窒 素 酸 化 物 工 事 用 資 材 等 の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、選定した。 

建 設 機 械 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

粉 じ ん 等 工 事 用 資 材 等 の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、選定した。 

建 設 機 械 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

騒音及

び超低

周波音 

騒  音 工 事 用 資 材 等 の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、選定した。 

建 設 機 械 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

施 設 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

低 周 波 音 

（超低周波音

を含む。） 

施 設 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

振  動 振  動 工 事 用 資 材 等 の 

搬 出 入 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道に住宅等が存在するこ

とから、選定した。 

建 設 機 械 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

水 

環 

境 

水  質 水 の 濁 り 造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

造成等の施工時に雨水排水があることから、選定した。 

そ 

の 

他 

の 

環 

境 

その他 風 車 の 影 施 設 の 稼 働 対象事業実施区域の周囲に住宅等が存在することから、選定し

た。 

動  物 重要な種及び

注 目 す べ き 

生 息 地 

（海域に生息す 

るものを除く。） 

造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生息する陸生及

び水生動物に影響が生じる可能性があることから、選定した。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 、 

施 設 の 稼 働 

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働により、改変区域及

びその周囲に生息する陸生及び水生動物に影響が生じる可能性

があることから、選定した。 

植  物 重 要 な 種 

及 び 

重 要 な 群 落 

（海域に生育す 

るものを除く。） 

造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲に生育する陸生及

び水生植物に影響が生じる可能性があることから、選定した。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生育

する陸生及び水生植物に影響が生じる可能性があることから、

選定した。 

生 態 系 地 域 を 

特徴づける生

態 系 

造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

造成等の施工により、改変区域及びその周囲の生態系に影響が

生じる可能性があることから、選定した。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 、 

施 設 の 稼 働 

地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働により、改変区域及

びその周囲の生態系に影響が生じる可能性があることから、選

定した。 
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表 8.1-5(2) 環境影響評価の項目として選定した理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定した理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

景   観 主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺 望 景 観 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

地形改変及び施設の存在により、主要な眺望点及び景観資源並

びに主要な眺望景観に変化が生じる可能性があることから、選

定した。 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自

然 と の 

触 れ 合 い の 

活 動 の 場 

工 事 用 資 材 等 の 

搬 出 入 

工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルートが、主要

な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートと重複

する可能性があることから、選定した。 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

対象事業実施区域及びその周囲に主要な人と自然との触れ合い

の活動の場が存在することから、選定した。 

廃 棄 物 等 産 業 廃 棄 物 造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

造成等の施工に伴い産業廃棄物が発生することから、選定し

た。 

残  土 造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

造成等の施工に伴い残土が発生することから、選定した。 
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表 8.1-6 環境影響評価の項目として選定しない理由 

項   目 
環境影響評価項目として選定しない理由 根拠 

環境要素の区分 影響要因の区分 

水

環

境 

水 質 水 の 濁 り 建 設 機 械 の 稼 働 しゅんせつ工事等、河川水域における直接改変を行

わず、水底の底質の撹乱による水の濁りの発生が想

定されないことから、選定しない。 

第 1 号 

底 質 有 害 物 質 建 設 機 械 の 稼 働 水底への工作物等の設置及びしゅんせつ等の水底の

改変を伴う工事を行わず、底質の攪乱が想定されな

い。また、対象事業実施区域は「土壌汚染対策法」

（平成 14 年法律第 53 号）に基づく要措置区域及び

形質変更時要届出区域に該当せず、有害物質の拡散

が想定されない。 

以上より、選定しない。 

第 1 号 

そ

の

他

の

環

境 

地形及

び地質 

重 要 な 地 形

及 び 地 質 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

対象事業実施区域には、「文化財保護法」（昭和 25年

法律第 214 号）に係る名勝・天然記念物及び「日本

の地形レッドデータブック第 1集、第 2集」（日本の

地形レッドデータブック作成委員会、平成 12年、14

年）に記載される、学術上又は希少性の観点から重

要な地形及び地質が存在しないことから、選定しな

い。 

第 1 号 

動 物 海 域 に 生 息 

す る 動 物 

造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

海域の浚渫工事は行わない。また、沈砂池等の濁水

対策の環境保全措置を講じることと、対象事業実施

区域から海域の距離は直線で約 12～13㎞であり、沈

砂池から発生する濁水は、河川の上流部において環

境影響を回避又は低減することから、海域への影響

は回避又は低減できる。以上より、選定しない。 

第 1 号 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

海域における地形改変は行わないことから、選定し

ない。 

第 1 号 

植 物 海 域 に 生 育 

す る 植 物 

造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

海域の浚渫工事は行わない。また、沈砂池等の濁水

対策の環境保全措置を講じることと、対象事業実施

区域から海域の距離は直線で約 12～13㎞であり、沈

砂池から発生する濁水は河川の上流部において環境

影響を回避又は低減することから、海域への影響は

回避又は低減できる。以上より、選定しない。 

第 1 号 

地 形 改 変 及 び 

施 設 の 存 在 

海域における地形改変は行わないことから、選定し

ない。 

第 1 号 

放射線の量 放 射 線 の 量 工 事 用 資 材 等 の 

搬 出 入 

対象事業実施区域及びその周囲においては、空間線

量率の高い地域は確認されておらず、放射能で汚染

された廃棄物の県内への持込みもない。以上より、

放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれが

ないことから、選定しない。 

第 1 号 

建 設 機 械 の 稼 働 対象事業実施区域及びその周囲においては、空間線

量率の高い地域は確認されておらず、放射能で汚染

された廃棄物の県内への持込みもない。以上より、

放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれが

ないことから、選定しない。 

造 成 等 の 施 工 に 

よる一時的な影響 

対象事業実施区域及びその周囲においては、空間線

量率の高い地域は確認されておらず、放射能で汚染

された廃棄物の県内への持込みもない。以上より、

放射性物質が相当程度拡散または流出するおそれが

ないことから、選定しない。 

注：「発電所アセス省令」第 21条第 4項では、以下の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じ

参考項目を選定しないことができると定められている。 

第 1 号：参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 

第 2号：対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存

在しないことが明らかである場合 

第 3号：特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程

度が明らかな場合  
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8.2 調査、予測及び評価の手法の選定 

8.2.1 調査、予測及び評価の手法 

環境影響評価の項目として選定した項目に係る調査、予測及び評価の手法は、表 8.2-3 のと

おりである。 

なお、方法書に記載した内容から見直しを行った事項については、表中にゴシック体で記載

した。 

 

8.2.2 選定の理由 

調査、予測及び評価の手法は、一般的な事業の内容と本事業の内容との相違を把握した上で、

「発電所アセス省令」第 23 条第 1 項第 6 号「風力発電所 別表第 12」に掲げる参考手法を勘

案しつつ、「発電所アセス省令」第 23 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき、必要に応じて簡略

化された手法又は詳細な手法を選定した。 

なお、調査、予測及び評価の手法の選定に当たっては、「発電所アセスの手引」を参考にし

た。 

 

8.2.3 専門家等からの意見の概要 

調査、予測及び評価の手法または結果について、専門家等からの意見聴取を実施した。専門

家等からの意見の概要及び事業者の対応は表 8.2-1 及び表 8.2-2 のとおりである。 
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表 8.2-1(1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【方法書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
コ
ウ
モ
リ
類
） 

【大学 名誉教授】 

・この地域はコウモリ類の調査をあまり実施していない。是非、データを取っても

らいたい。 

・採餌空間として利用している可能性は十分にあるので、注意してほしい。 

・現状、風況観測塔が建っていないとのことだが、建った際には、高所における音

声モニタリング調査を実施してもらいたい。 

・調査地点、調査手法、調査時期については良いと思う。 

・コウモリの解析の際のグループ分けについて、以下の 5 グループにするのが良

い。 

①10～20kHz：オヒキコウモリが該当 

②20～40kHz：ヒナコウモリ、ヤマコウモリ他が該当 

③40～60kHz：アブラコウモリ、ユビナガコウモリ他が該当 

④60～80kHz：キクガシラコウモリ他が該当 

⑤80～120kHz：コキクガシラコウモリ他が該当 

オヒキコウモリは 20kHz 以下なので判別しやすい。クロホオヒゲコウモリにつ

いては、判別が難しいが概ね 40～60kHz（PF 値）に含まれるだろう。20～60kHz

に含まれるヒナコウモリ、ヤマコウモリ、アブラコウモリ、ユビナガコウモリに

ついては、オープンな場所で飛翔していてブレードに衝突しやすい種であるた

め、注意が必要である。 

・この地域ではオヒキコウモリが飛んでいる可能性がある。6 時間飛び続けるほど

の飛翔能力があることから、遠方から飛翔してくる可能性はある。 

・本州に比べて九州はヒナコウモリが相対的に少ないものの、生息していて飛んで

いる。 

調査、予測及び評

価手法等は左記の

内容を踏まえ実施

することとした。 

 

表 8.2-1(2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【方法書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
鳥
類
） 

【所属：NPO 法人 地域代表】 

・調査手法の内容に関しては、特に問題ない。 

・この地域に生息するヤマドリは、コシジロヤマドリであり、クマタカが主な餌と

している。ノウサギも餌としているが、全体的に個体数が少ないため、コシジロ

ヤマドリを主な餌としていると考えられる。 

・アカハラダカは、地域では繁殖せず、9 月中旬～10 月中旬の期間限定の渡り鳥で

あり、移動のルートが明確に把握されていないことから、注意して調査してほし

い。 

・クマタカ、アカハラダカ、ハチクマ等の希少猛禽類、種の保存法の掲載種である

ヤイロチョウの希少鳥類は、この地域で確認されており、特にクマタカは、八重

山付近で営巣している可能性もあるので、これらの点についてしっかりと調査し

てほしい。 

・大隅半島の雄川地区の水田にてナベヅルが 4～5 羽確認されたことが新聞にも掲載

された。同半島の鹿屋では、アネハヅルが 10 月に確認されはじめ、11～12 月中

まで確認された。南さつま市の大浦地区の水田でもツルが数 100 羽確認された。

これらのツルは、一緒に渡ってくるので、渡り時期（春季～秋季）にしっかりと

調査してほしい。 

・ブッポウソウは、最近、中国地方の広島県、岡山県で増えている傾向にあり、ま

た、鹿児島県でも繁殖している。よって、渡り時期に通過する可能性が高いので

しっかりと調査してほしい。 

調査、予測及び評

価手法等は左記の

内容を踏まえ実施

することとした。 
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表 8.2-1(3) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【方法書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
陸
産
貝
類
） 

【民間団体 事務局長】 

・文献からの抽出種については、以下の種が誤同定の可能性があるので注意が必要で

ある。 

◇ケハダヤマトガイ：九州本土には生息してなく、島嶼部のみで確認されている。 

◇ピルスプリムシオイ：薩摩半島では確認されず、少数が九州北部及び西部で確認

されている。 

◇ベッコウマイマイ：奄美の島嶼部で確認されている。 

◇キヌツヤベッコウ：正式な名称が不明である。ハクサンベッコウ sp.の可能性が

ある。 

◇タカキビ：コシタカシタラガイの誤同定ではないかと思う。 

◇キュウシュウシロマイマイ：熊本の八代では確認したものの、鹿児島県内では確

認したことがない。イロアセオトメマイマイの誤同

定ではないかと考える。 

上記の種については、鹿児島県レッドデータブックに記載されていることから、

確認種としては現状で良いと思うが、誤同定の可能性がある旨は、表に注釈をつけ

て示しておいたほうが良い。 

 

・調査時期としては、季節に関係なくいつでも良い。冬季は微小な貝類を確認するの

に適しており、ある程度、湿気のある倒木や岩の下で確認できる。気温が高い時期

は雨の後等には大きい種が確認しやすい。 

 

・この地域であれば冬季でも良いかと思うが、1 回の調査にするのであれば、梅雨期

の前後が最適である。雨が降った次の晴れた日であれば、湿気もあり、確認しやす

い。 

 

・調査場所としては、湿気がある常緑樹林を主に設定することで良いが、湿気がある

スギ林の中には微小な貝類が確認できるため、常緑樹とスギ林の境目にも設定して

おくと良い。 

調査、予測及び評

価手法等は左記の

内容を踏まえ実施

することとした。 

 

表 8.2-1(4) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【方法書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

植
物 

【所属：大学非常勤講師】 

・調査範囲にはススキ草地等の二次草原も含まれ、リンドウ、オミナエシ、ワレモ

コウ等の希少な草原性植物が生育している可能性があるので詳細に調査してほし

い。 

・植物相は、周辺範囲 300m 以内も含めてしっかりと調査してほしい。 

・植生調査は、秋季 1 回の実施であるが、春季、夏季に特有の群落が形成される場

合もあるので、春季、夏季の植物相調査時に、特有の群落が確認された場合に

は、植生調査を合わせて実施した方が良い。 

・シイ・カシ二次林内には、アラカシ群落、イチイガシ群落、ルリミノキ－イチイ

ガシ群集等の自然林も含まれている場合もあるので、しっかりと植生調査をして

ほしい。 

・スギ植林には、年齢のある歴史的なスギもあると思うので、注意しながら調査し

てほしい。 

 

調査、予測及び評価

手法等は左記の内容

を踏まえ実施するこ

ととした。 
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表 8.2-2(1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【準備書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
コ
ウ
モ
リ
類
） 

【大学 名誉教授】（実施日：令和 3 年 11 月 29 日） 

・図表には、コウモリ目と記載しているが、目にはコウモリ類とは生態の異なるオ

オコウモリも含まれるため、目を削除してほしい。 

・図表におけるコウモリの種の周波数区分（A～E）は、以下のような数値で区分

し、含まれる種も限定した方が良い。 

A：10-20kHz：オヒキコウモリ、ヤマコウモリ 

B：20-40kHz：ヒナコウモリ、ノレンコウモリ 

C：40-70kHz：モモジロコウオモリ、ユビナガコウモリ、コテングコウモリ、テ

ングコウモリ、アブラコウモリ 

D：70kHz 前後（CF 型）：キクガシラコウモリ 

E：110kHz 前後（CF 型）：コキクガシラコウモリ 

・クロホオヒゲコウモリは、鹿児島県に生息していないため、削除してよい。 

・樹冠上で録音されたピーク周波数 20～40kHz の多くはヒナコウモリであるとみて

よい。 

・捕獲調査や音声モニタリング調査で得られた結果は、事業地周辺のコウモリ相を

反映している。 

・降水があった日にも飛翔の記録があるようだ。コウモリ C に含まれるユビナガコ

ウモリなどは、雨天でも飛翔していることが、アブラコウモリは飛翔しない。一

般的に、雨の日は飛翔個体数が減少する傾向にある。  

・5 月中旬から 6 月末にかけて、コウモリ A と B の出現が頻繁に見られる。調査周

辺域に繁殖のコロニーが存在する可能性がある。九州中南部でもヒナコウモリの

繁殖地が見つかっており、家屋を利用する事例もある。 

・コウモリ類の出現頻度と風速とのヒストグラム図を見ても、コウモリの出現頻度

は、風速 3m/s 以上で大きく減少することから、3m/s のカットインは保全に有効

であり、是非行ってほしい。 

・コウモリ類の評価については、重要種だけでなく、コウモリが生態系に果たす役

割を考慮していただきたい。 

・盛土法面の施工については、水害時に土石流が発生しないような整備にしてほし

い。 

 

指 摘 に 沿 っ て 修 正

し、整理を行った。 

 

  



 

8.2-5 

() 

表 8.2-2(2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【準備書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
鳥
類
） 

【大学 助教】（実施日：令和 3 年 11 月 29 日） 

・工事中に猛禽類の繁殖期にヒナが確認された場合、工事による騒音等への影響も

あると考えられるので、調査するなどの配慮をしてほしい。 

・1 枚のブレードに黒色の塗装及び風力発電機周囲への目玉の設置等で、バードス

トライクを回避した事例があるので、バードストライクが発生した場合には、そ

のような対応をすることで回避してほしい。 

・ツル類は、対象事業実施区域の周囲に飛翔しないことはないが、大きな影響はな

いと考えられる。 

・風力発電機の設置に伴う鳥類への影響を把握する上でも、事後調査は重要であ

る。 

・風力発電機の設置後におけるクマタカの営巣への影響も考えられるので、クマタ

カを中心とした猛禽類調査を実施した方が良い。 

・渡り鳥もバードストライクの影響を受けると考えられるので、渡り鳥（渡りの個

体数の多い秋季）調査も実施した方が良い。 

・近隣の事業の事後調査結果の収集にも努めてもらい、合わせて評価していくこと

が重要である。 

・しっかりと調査はできていると思う。外来種の確認もされていて、事業地周辺に

生息する種について把握できていると思う。 

・環境省の全国繁殖分布調査報告書によると、今回の調査で確認されているヤマセ

ミ、アマサギ等の分布範囲が縮小している種もあるので、その点について記載し

ておいた方が良い。 

 

指 摘 に 沿 っ て 追 記

し、今後の留意点に

ついて、検討した。 

 

  



 

8.2-6 

() 

表 8.2-2(3) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【準備書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
陸
産
貝
類
） 

【民間団体 事務局長】（実施日：令和 3 年 11 月 30 日） 

・文献その他の資料からの重要種として、表 10.1.4-54 へ、鹿児島県レッドリスト

内で記録が確認されているイロアセオトメマイマイを追加した方が良い。 

・確認された重要な種は、鹿児島県内に広範囲で生息しているので改変に伴う影響

は少なく、改変区域内で確認されたアラナミギセル、オキギセルについても改変

に伴う影響は少ないと考えられる。 

・鹿児島県のレッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に属しているレンズガイも、南九

州では広範囲に生息している種である。 

 

指摘に沿って追記

した。 

 

表 8.2-2(4) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【準備書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

植
物 

【所属：大学非常勤講師】（実施日：令和 3 年 12 月 2 日） 

・改変区域においては、遊歩道である既存の道を拡幅する計画とのことであるが、

整備範囲に含まれているシイ・カシ二次林内には、アカガシ、アラカシ等が生育

する自然度の高い部分も含まれているので、整備の際には十分に注意をしてほし

い。 

・対象事業実施区域内外には、ヒノタニリュウビンタイ等の重要種が確認されてい

るが、改変区域内に含まれている重要種については、整備の際に配慮してほし

い。 

・緑化整備においては、種子吹付や植林は外来種を持ち込むことも多いので植生誘

導マットを用いた緑化が良い。 

 

指摘に沿って配慮

した計画とする。 

 

  



 

8.2-7 

() 

表 8.2-2(5) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【評価書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

植
物 

【所属：大学非常勤講師】（実施日：令和 5 年 5 月 19 日） 

１．移植対象種の取り扱いについて 

・調査地で確認された全ての株数と改変区域内の株数の比率を計算し、その比率の

低い種は移植対象種から外し、比率の高い種は移植するなど、方向性を明らかに

した方が良い。特にナキリスゲは、全体の株数が多いので移植の必要はないと考

えられる。 

・オモト、ナガバヤブマオ、ミヤマトベラ、キヨスミヒメワラビは移植後にも比較

的に活着しやすい。 

・オモトは現地に分布している個体数も多く当該地で絶滅の懸念もない。100 株全

てを移植するのではなく、50 株程度にした方が良い。移植は自然と調和しながら

形成した環境を壊す場合もあるので、移植種の株数が多い場合は、株数を調整し

た方が良い。 

・ツチトリモチは、ハイノキ科の樹木であるハイノキ、シロバイ、クロキに寄生す

る植物で、雌花だけしか確認されず、単為生殖をおこなっている植物である。移

植は宿主のクロキ等の根元に移植するようにした方が良い。移植方法は表土ごと

採取して移植するか、ツチトリモチの根茎を一部切断して、湿り気のある土壌に

移植する。移植の成否は時間が経過しないとわからない。 

・ラン科の植物は、土壌中の菌と共生して生育するため、周辺の土壌も含めて移植

した方が良い。 

・ヒメノキシノブの移植については、生育部分の樹皮を剥がして湿り気の多い樹木

に結束するか、生育部分を伐採してヒメノキシノブの大株が自生する湿り気のあ

る樹木に接するように設置すれば活着する。移植は株の大きさからおおよそ 3 カ

所に分けて生育地の分散を図った方が良い。 

・ナガバヤブマオのマーキング時期は 5～11 月の記載で良い。 

・ケヤキは、水田付近の道路沿いにあり、人為的に移植した樹木であると判断され

るため（分布域をみても栽培種の可能性が高い）、移植対象種にする必要はな

い。 

 

２．移植時期及び移植先について  

・移植の適期は、基本的に冬季もしくは梅雨前の 2 期であり、冬季の移植期間につ

いては 11～2 月で良いと思う。 

・移植先については、できるだけ自生地の近くに移植してほしい。水やりは、移植

時に実施し、それ以降は自然の状態で維持すれば良い。また、北側の方が弱い日

照で土壌の保水が高く、活着が高いので、なるべく北側に移植した方が良い。 

 

・ご指摘に沿って配

慮した計画とし、

適切に実施する。 

 

  



 

8.2-8 

() 

表 8.2-2(6) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【評価書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
哺
乳
類
） 

【所属：大学名誉教授】（実施日：令和 6 年 10 月 16 日） 

１．評価書全体について 

・準備書から評価書段階で風力発電機の基数を 9から 8に減らされた。削減され

た 1 基を含む地域は、コウモリ類が比較的多いと予想されるため、賢明な判

断であったと言える。 

・準備書から評価書段階における改変区域の削減は、生息地への影響の低減に

配慮した結果だと思う。 

 

２．コウモリ類について 

・ノレンコウモリは主に林内、モモジロコウモリは主に河川沿いなどで採餌を

する、餌の棲み分けがみられ、特にノレンコウモリは、林内を中心に活動す

るため、モモジロコウモリに比べて風力発電機による影響は少ないものと考

えられる。 

・衝突事例の多いヒナコウモリについては、本県の鹿児島県での確認例が少な

いため、風力発電機による影響は低減できるかと思う。 

・音声モニタリング調査では、風況ポールの高度 50m に位置する音声データが

数か月分しか得られていない。高度 50m は風力発電機のブレードに近いこと

から、年間調査をすることで、データを増やすことが望ましい。 

・コウモリＡの種構成のうち、ヤマコウモリは鹿児島県での確認例が極めて少

なく、ほぼオヒキコウモリのみと考えられる。また、風速 3m 以上で録音回数

が急減していたため、風力発電機のカットイン風速値（3m/s 以内）を勘案す

れば、バットストライクの懸念は少ないものと考えられる。 

・事後（バットストライク）調査は、風力発電機の設置による影響を把握する

上でも継続的に実施してほしい。 

 

３．哺乳類について 

・ヒメネズミは、鹿児島県では減少傾向にあり、照葉樹林に生息する傾向にあ

る。このため、風力発電工事の際には、照葉樹林の伐採範囲を極力縮小する

などの保全対策定をしてほしい。 

・事業実施の際には、樹洞のある樹木を回避するなどの保全が必要と思う。 

 

 

 

 

 

４．その他 

・鹿児島県では、レッドデータブックを見直しており、数年後に改訂版が発行

される予定である。アセス事業の調査では、貴重な資料となる。風力発電事

業の実施がある程度確定した段階（公表）で、事業で得られたデータを共有

させていただければと思う。 

 

 

・ご指摘のとおり配慮し

た計画とした。 

 

 

 

 

 

・風力発電機の設置は樹

林の改変地への設置で

あることから、事後調

査を実施し、確認す

る。また、事後調査後

にご意見を伺い、継続

の要否を検討する。 

・コウモリＡの多く確認

された付近への風力発

電機の配置を変更し

た。 

 

 

 

 

 

 

・可能な限り、照葉樹林

の改変を低減した計画

とした。 

・工事の際には、改変の

林縁部等、必要以上の

伐採のないよう努め、

樹洞等の確認も行うこ

ととする。 

 

 

・レッドデータなどへの

情報の提供について、

稼動後を予定してい

る。 

 

  



 

8.2-9 

() 

表 8.2-2(7) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【評価書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
鳥
類
） 

【大学 助教】 ヒアリング実施日：令和 6 年 10 月 11 日 

１．評価書全体について 

・評価書では、対象事業実施区域を縮小し、風力発電機の基数も減らしている

ので、事業としては、環境に配慮していると言える。 

 

２．クマタカについて 

・クマタカの営巣地から最短の風力発電機までの距離は 1 ㎞以上離れており、

また、上宮岳と鷹ノ子岳の営巣地の間を行き来している様子があまり見られ

ないことから、風力発電機の予定地からの影響はそれほど強くないように思

えるが、鳥類の行動は、不確実性が高いので事後調査できちんと確かめる必

要がある。また、クマタカの巣における繁殖、非繁殖は、数年単位で変わっ

てくるので、事後調査については、1 年間で終わりにするだけでなく、可能な

限り継続したモニタリング調査をした方が良い。 

 

３．渡り（特にサシバ）について 

・渡り調査についても、令和 2年及び令和 4年の秋季のサシバの調査結果のよう

に、調査年度によって個体数が大きく異なることから、渡りの事後調査は、

春季・秋季の調査を 1 年間だけ実施するだけでなく、2 年目以降は、秋季に限

定するなど、状況をみながらポイントを絞った手法でも良いので、継続的な

モニタリング調査をした方が良い。 

 

４．ヤイロチョウについて 

・ヤイロチョウについては、渡り時に対象事業実施区域内で 1 例確認されてい

るが、林内で囀っていた等の鳴き声や繁殖の記録もないことから、飛翔通過

のみで繁殖はしていないものと考えられる。また、個体数も少なく、確認の

ほとんどが風力発電機の建設予定地外であり、風力発電事業による影響は大

きくないものと考えられる。 

 

５．バードストライク調査について 

・鳥類は、調査結果では風力発電機の設置予定地及びその周囲に確認されな

かった場合でも、風向きの変化等でバードストライクが発生するおそれがあ

るので、できるだけ継続した調査をしてほしい。 

 

 

・ご指摘のとおり配慮し

た計画とした。 

 

 

・事後調査結果を専門家

に示し、ご意見を伺い

ながら、継続の要否を

検討する。 

 

 

 

 

 

・事後調査結果を専門家

に示し、ご意見を伺い

ながら、継続の要否を

検討する。 

 

 

 

・事後調査の際にも、記

録に努める。 

 

 

 

 

 

・事後調査結果を専門家

に示し、ご意見を伺い

ながら、継続の要否を

検討する。 

 

  



 

8.2-10 

() 

表 8.2-2(8) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【評価書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
生
態
系
・
事
後
調
査
） 

【所属：大学准教授】（実施日：令和 6 年 10 月 31 日） 

１．生態系（クマタカ）について 

・営巣地と最寄りの風力発電機までの距離については、鷹ノ子岳ペアは 1.3km、上

宮岳ペアは約 1.1km である。それぞれ、営巣地の山腹側を利用することで、風車

配置の稜線を跨ぐような飛翔は少なく、お互いを干渉する行動が少ない事から、

高利用域への影響は小さいと考える。 

・また、準備書から評価書にかけて風力発電機を 9 基から 8 基に削減しているこ

と、風力発電機を回避する空間は準備書時より増えていること、改変区域を約

31.6ha から約 21.0ha へと削減し（約 10.6ha 減）、土地造成面積を必要最小限に

とどめる等の環境保全措置を講じていることで、行動圏への影響は実行可能な範

囲内で低減が図られているものと考える。 

 

２．事後調査について  

・バード・バットストライクについては、回数などに問題はないと思う。衝突の確

認状況によっては、早めに専門家と協議するなどの対応もするとよいだろう。 

・猛禽類調査については、実施することは望ましい。繁殖や生息状況についてはで

きるだけ継続して状況把握しておくとよい。 

・渡り鳥調査については、期間等に問題はないと思う。 

・猛禽類調査や渡り鳥調査の結果とバードストライクとの関係を、事後調査の報告

書のなかで、合わせた考察を示していくことがいいだろう。 

 

 

 

・必要最小限の改変

にとどめ、ご指摘

のとおり配慮した

計画とした。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 事後 調 査 に つい

て、状況に応じて

専門家へご意見を

伺い、結果の示し

方についてもご意

見を踏まえて検討

する。また、ご意

見を踏まえ、継続

の 要 否 を 検 討 す

る。 

 

  



 

8.2-11 

() 

表 8.2-2(9) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応【評価書時】 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動
物
（
両
生
類
） 

【所属：地元研究会 事務局長】（実施日：令和 6 年 10 月 24 日） 

１．ヒキガエルへのご意見 

・ヒキガエルの行動圏は、体サイズからすると広い範囲となっており、高度

や地形にもよるが、0.2～1.5km とされる。事業地付近は山地であり、

0.5km 程度と想定される。 

・両生類は帰巣（産卵場）性が高く、産卵期には、ほぼ同じ場所（産卵場）

に戻る。また、幼生がいる場所が産卵場となるので、産卵場の確保が大事

である。 

・改変区域の 2 箇所で産卵地が確認され、そのうち 1 箇所では上流側の池で

幼生が、下流側で幼体が確認されたことから、産卵可能な成体が下流域で

も活動していることになり、工事期間中には、産卵場となる池と下流側の

間が、土捨て場の造成となっていることから、保全上、土捨て場より下流

側に産卵場（水場）を工事期間中に設置することで、繁殖及び生息の影響

の低減につながる。 

・大きさとしては、2m×2m×0.3m 程度のもので十分である。ただ、水の供給

があるのが前提となる。 

・産卵期となる 1 月より前に用意するのが望ましい。 

 

・上流側の産卵地は現状維持であり、土捨て場も耕作地等に戻るのであれ

ば、仮の産卵場（水場）は撤去してもよいだろう。 

 

 

 

・生態的特徴に追記した。 

 

 

・産卵場の確保に努める。 

 

 

・現地状況を踏まえ、工事

期間中の産卵場を計画す

る。 

 

 

 

・現地状況を踏まえ、産卵

場を計画する。 

・工事のスケジュールに

沿って実施する。 

・利用状況などを見ながら

実施し、指摘に沿って配

慮した計画とする。 

 

 



 

8.2-12 

() 

表 8.2-3(1) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

工事用資材

等の搬出入 

 

1．調査すべき情報 

(1)気象の状況 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

(3)交通量の状況 

(4)道路構造の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

「気象庁 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行っ

た。 

【現地調査】 

「地上気象観測指針」(気象庁、平成 29 年)に準拠して、地上気象

(風向・風速)を観測し、調査結果の整理及び解析を行った。 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を

行った。 

【現地調査】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第

38 号)に定められた方法により、窒素酸化物濃度を測定し、調査結果

の整理及び解析を行った。 

(3)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」(国土交通省、令和 5 年)等による情報の収集並び

に当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

調査地点の方向別・車種別交通量及び走行速度を調査した。 

(4)道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数、幅員及び道路の縦横段形状につい

て、目視による確認及びメジャーによる測定を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」とい

う。）の主要な走行ルートの沿道とした。 

 

    4．調査地点 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域の最寄りの東市来地域観測所とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す工事関係車

両の主要な走行ルート沿いの 1 地点（沿道）とした。 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域の周囲の大気測定局 4 地点とした。 

【現地調査】 

「(1)気象の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(3)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「(1)気象の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(4)道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1)気象の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

 

 

 

 

事業 計 画を

踏ま え 、地

点の 見 直し

を行った。 
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表 8.2-3(2) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

工事用資材

等の搬出入 

 

5．調査期間等 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

4 季 1 週間の連続調査を行った。 

 夏季：令和 2 年  8 月  7 ～ 13 日 

 秋季：令和 2 年 10 月 24 ～ 30 日 

 冬季：令和 3 年  1 月  7 ～ 13 日 

 春季：令和 3 年  4 月  1 ～  7 日 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「(1)気象の状況」の現地調査と同じ期間とした。 

(3)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6～22 時）に各 1 回行った。 

 平 日：令和 2 年 10 月 30 日（金） 

 土曜日：令和 2 年 10 月 24 日（土） 

(4)道路構造の状況 

【現地調査】 

令和 2 年 10 月 24 日 

 

6．予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基

づく大気拡散式（プルーム・パフ式）を用いた数値計算結果（年平均

値）に基づき、工事用資材等の搬出入に伴う二酸化窒素濃度（日平均

値の年間 98％値）を予測した。 

なお、年平均値の予測に用いる気象条件は、風向・風速については

気象の状況に係る調査結果とし、排出源高さにおける風速については

風速の鉛直分布がべき法則に従うものとして、10m 高さの風速を排出

源高さの風速に補正した。 

 

    7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

 

    8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した工事関係車両の主要

な走行ルート沿いの 1 地点（沿道）とした。 

事業 計 画を

踏ま え 、地

点の 見 直し

を行った。 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の走行による窒素酸化物の排出量

が最大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入に伴う窒素酸化物に関する影響が実行可能

な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第

38 号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかど

うかを評価した。 
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表 8.2-3(3) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

建設機械の

稼 働 

1．調査すべき情報 

(1)気象の状況 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

「気象庁 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行っ

た。 

【現地調査】 

「地上気象観測指針」(気象庁、平成 29 年)等に準拠して、地上気

象(風向・風速、日射量及び放射収支量)を観測し、調査結果の整理

及び解析を行った。 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理を

行った。 

【現地調査】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第

38 号)に定められた方法により、窒素酸化物濃度を測定し、調査結果

の整理及び解析を行った。 

 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

    4．調査地点 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域の最寄りの東市来地域観測所とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す対象事業実

施区域の周囲の 1 地点（一般 1）とした。 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域の周囲の大気測定局 4 地点とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す対象事業実

施区域の周囲の 1 地点（一般 2）とした。 

 

5．調査期間等 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

1 年間とした。 

 令和 2 年 9 月 1 日 ～ 令和 3 年 8 月 31 日 

(2)窒素酸化物濃度の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

4 季 1 週間の連続調査を行った。 

 夏季：令和 2 年  8 月 15 ～ 21 日 

 秋季：令和 2 年 10 月 15 ～ 21 日 

 冬季：令和 3 年  1 月  7 ～ 13 日 

 春季：令和 3 年  4 月  1 ～  7 日 
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表 8.2-3(4) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

建設機械の

稼 働 

6．予測の基本的な手法 

「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（公害研究対策セン

ター、平成 12 年）に基づく大気拡散式（プルーム・パフ式）を用い

た数値計算結果（年平均値）に基づき、建設機械の稼働に伴う二酸化

窒素濃度（日平均値の年間 98％値）を予測した。 

なお、年平均値の予測に用いる気象条件は、風向・風速については

気象の状況に係る現地調査結果とし、排出源高さにおける風速につい

ては風速の鉛直分布がべき法則に従うものとして、10m 高さの風速を

排出源高さの風速に補正する。また、大気安定度については、風速、

日射量及び放射収支量の現地調査結果から、「窒素酸化物総量規制マ

ニュアル〔新板〕」（公害対策研究センター、平成 12 年）に基づいて

算出した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

    8．予測地点 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域の周囲の 9 地点（環境 1～環境 6、環境 8～環

境 10）とした。 

居住 状 況 を

踏ま え 、地

点を 見 直し

た。 

    9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による窒素酸化物の排出量が最

大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う窒素酸化物に関する影響が実行可能な範囲

内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第

38 号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかど

うかを評価した。 
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表 8.2-3(5) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

工事用資材

等の搬出入 

 

1．調査すべき情報 

(1)気象の状況 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

(3)交通量の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)気象の状況 

【現地調査】 

「地上気象観測指針」(気象庁、平成 29 年)に準拠して、地上気象

(風向・風速)を観測し、調査結果の整理及び解析を行った。 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「環境測定分析法註解 第 1 巻」（環境庁、昭和 59 年）に定めら

れた方法により、粉じん等（降下ばいじん）を測定し、調査結果の

整理を行った。 

(3)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」(国土交通省、令和 5 年)等による情報の収集並び

に当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

調査地点の方向別・車種別交通量及び走行速度を調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とした。 

 

4．調査地点 

(1)気象の状況 

【現地調査】 

「図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す工事関係車

両の主要な走行ルート沿いの 1 地点（沿道）とした。 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「(1)気象の状況」と同じ地点とした。 

(3)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「(1)気象の状況」と同じ地点とした。 

 

 

事業 計 画を

踏ま え 、地

点の 見 直し

を行った。 
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表 8.2-3(6) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

工事用資材

等の搬出入 

 

5．調査期間等 

(1)気象の状況 

【現地調査】 

4 季 1 週間の連続調査を行った。 

 夏季：令和 2 年  8 月  7 ～ 13 日 

 秋季：令和 2 年 10 月 24 ～ 30 日 

 冬季：令和 3 年  1 月  7 ～ 13 日 

 春季：令和 3 年  4 月  1 ～  7 日 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

4 季 1 か月間の連続調査を行った。 

 夏季：令和 2 年  7 月 31 日 ～  8 月 31 日 

 秋季：令和 2 年 10 月 14 日 ～ 11 月 17 日 

 冬季：令和 3 年  1 月  6 日 ～  2 月  6 日 

 春季：令和 3 年  4 月 16 日 ～  5 月 17 日 

(3)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6～22 時）に各 1 回行った。 

 平 日：令和 2 年 10 月 30 日（金） 

 土曜日：令和 2 年 10 月 24 日（土） 

 

6．予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基

づき、降下ばいじん量を定量的に予測した。 

なお、予測に用いる気象条件は、風向・風速については気象の状況

に係る調査結果とした。 

 

    7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した工事関係車両の主要

な走行ルート沿いの 1 地点（沿道）とした。 

事業 計 画を

踏ま え 、地

点の 見 直し

を行った。 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の走行による土砂粉じんの排出量

が最大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入に伴う粉じん等に関する影響が実行可能な

範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全について

の配慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

降下ばいじん量の参考値である 10 t/(km2・月)を目標値として設

定し、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価した。 
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表 8.2-3(7) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

建設機械の

稼 働 

1．調査すべき情報 

(1)気象の状況 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

「気象庁 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行っ

た。 

【現地調査】 

「地上気象観測指針」(気象庁、平成 29 年)に準拠して、地上気象

(風向・風速)を観測し、調査結果の整理及び解析を行った。 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「環境測定分析法註解 第 1 巻」（環境庁、昭和 59 年）に定めら

れた方法により、粉じん等（降下ばいじん）を測定し、調査結果の

整理を行った。 

 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域の最寄りの東市来地域観測所とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置(大気質)」に示す対象事業実

施区域の周囲の 1 地点（一般 1）とした。 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置(大気質)」に示す対象事業実

施区域の周囲の 1 地点（一般 2）とした。 

 

5．調査期間等 

(1)気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

1 年間とした。 

 令和 2 年 9 月 1 日 ～ 令和 3 年 8 月 31 日 

(2)粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

4 季 1 か月間の連続調査を行った。 

 夏季：令和 2 年  7 月 31 日 ～  8 月 31 日 

 秋季：令和 2 年 10 月 14 日 ～ 11 月 17 日 

 冬季：令和 3 年  1 月  6 日 ～  2 月  6 日 

 春季：令和 3 年  4 月 16 日 ～  5 月 17 日 

 

6．予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基

づき、降下ばいじん量を定量的に予測した。 

なお、予測に用いる気象条件は、風向・風速については気象の状況

に係る現地調査結果とした。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 
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表 8.2-3(8) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

建設機械の

稼 働 

8．予測地点 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域の周囲の 9 地点（環境 1～環境 6、環境 8～環

境 10）とした。 

居住 状 況を

踏ま え 、地

点を 見 直し

た。 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による土砂粉じんの排出量が最

大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う粉じん等に関する影響が実行可能な範囲内

で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮

が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

降下ばいじん量の参考値である 10 t/(km2・月)を目標値として設

定し、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価した。 

 

 

表 8.2-3(9) 窒素酸化物及び粉じん調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

大気質調査地点（一般 1） 対象事業実施区域及びその周囲の環境を代表する地点とした。 

大気質調査地点（一般 2） 対象事業実施区域及びその周囲の環境を代表する地点とした。 

大気質調査地点（沿道） 工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 328 号）沿いの住宅等とした。 
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図 8.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）  
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表 8.2-3(10) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

 

音 

工事用資材

等の搬出入 

 

1．調査すべき情報 

(1)道路交通騒音の状況 

(2)沿道の状況 

(3)道路構造の状況 

(4)交通量の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)道路交通騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 4 年度 大気・騒音調査結果」（鹿児島県）等による情報の

収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）

に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）に基づいて

等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析を行っ

た。 

(2)沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

住宅地図等による情報収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査した。 

(3)道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数、幅員、舗装の種類及び道路の縦横

段形状について、目視による確認及びメジャーによる測定を行っ

た。 

(4)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」(国土交通省、令和 5 年)等による情報の収集並び

に当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

調査地点の方向別・車種別交通量及び走行速度を調査した。 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とした。 

 

4．調査地点 

(1)道路交通騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 2 地点（沿道及び追

加沿道）とした。 

(2)沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(3)道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(4)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え、

調査 地 点を

追加した。 
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表 8.2-3(11) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

 

音 

工事用資材

等の搬出入 

 

5．調査期間等 

(1)道路交通騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6 ～ 22 時）に各 1 回行った。 

・本調査 

 平 日：令和 2 年 10 月 30 日（金） 

 土曜日：令和 2 年 10 月 24 日（土） 

・追加調査 

 平 日：令和 4 年 12 月  9 日（金） 

 土曜日：令和 4 年 12 月 10 日（土） 

(2)沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査期間中に 1 回行った。 

(3)道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査期間中に 1 回行った。 

(4)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ期間とした。 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え、

追加 調 査を

実施した。 

6．予測の基本的な手法 

一般社団法人日本音響学会が提案している「道路交通騒音の予測計

算モデル（ASJ RTN-Model 2023）」により、等価騒音レベル（LAeq）を

予測した。 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した工事関係車両の主要

な走行ルート沿いの 2 地点（沿道及び追加沿道）とした。 

準備 書 審査

を踏 ま え、

予測 地 点を

追加した。 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の走行台数（小型車換算交通量
※）の合計が最大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入に伴う騒音に関する影響が実行可能な範囲

内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを

評価した。 

 

  

 
※小型車換算交通量とは、大型車 1 台の騒音パワーレベルが 5.50 台（定常走行区間及び非定常走行区間）に相当す

る（ASJ RTN-Model 2023：日本音響学会 参照）ことから、大型車 1 台を小型車 5.50 台として換算した交通量で

ある。 
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表 8.2-3(12) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

 

音 

建設機械の

稼 働 

1．調査すべき情報 

(1)環境騒音の状況 

(2)地表面の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)環境騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 4 年度 大気・騒音調査結果」（鹿児島県）等による情報の

収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）

に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）及び「騒音

に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）に基づい

て等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析を行っ

た。測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話

し声等の一過性の音については、測定データから除外した。なお、

騒音レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況

を把握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホン

には防風スクリーンを装着した。 

また、参考として気象の状況（地上高 1.2m の温度、湿度、風向及

び風速）についても調査した。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査し

た。 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

(1)環境騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域の周囲の 11 地点（環境 1～環境 6、環境 8～

環境 10、環境 a 及び環境 b）とした。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

「(1)環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

 

 

 

 

居住 状 況及

び準 備 書審

査 を 踏 ま

え、 地 点を

見直した。 

5．調査期間等 

(1)環境騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

平日の昼間（6 ～ 22 時）に 1 回行った。 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

令和 2 年 11 月 18 日(水) 

・追加調査 ※環境 a 及び環境 b 

令和 4 年 11 月  2 日(水) 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

令和 2 年 11 月 17 日 

・追加調査 ※環境 a、環境 b 

令和 4 年 11 月  2 日 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え、

追加 調 査を

実施した。 
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表 8.2-3(13) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

 

音 

建設機械の

稼 働 

6．予測の基本的な手法 

一般社団法人日本音響学会が提案している「建設工事騒音の予測計

算モデル（ASJ CN-Model 2007）」に基づき、等価騒音レベル（LAeq）を

予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した対象事業実施区域の

周囲の 11地点（環境 1～環境 6、環境 8～環境 10、環境 a及び環境 b）

とした。 

居住 状 況及

び準 備 書審

査 を 踏 ま

え、 地 点を

見直した。 

   9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最

大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回

避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを

評価した。 
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表 8.2-3(14) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

 

音 

施設の稼働 

 

1．調査すべき情報 

(1)環境騒音の状況 

(2)地表面の状況 

(3)風況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)環境騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 4 年度 大気・騒音調査結果」（鹿児島県）等による情報の

収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）

に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）、「騒音に係

る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）及び「風力発

電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29 年）

に基づいて昼間及び夜間の等価騒音レベル（LAeq）及び時間率騒音レ

ベル（LA90）を測定し、調査結果の整理及び解析を行った。測定地点

の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声等の一過

性の音については、測定データから除外した。なお、騒音レベルの

測定と同時に録音も行い、残留騒音の状況を把握した。また、風雑

音の影響を抑制するため、マイクロホンには防風スクリーンを装着

した。 

また、参考として気象の状況（地上高 1.2m の温度、湿度、風向及

び風速）についても調査した。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査し

た。 

(3)風況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域内に設置したドップラーライダーのデータか

ら、「(1)環境騒音の状況」の調査期間における風況を整理した。 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

(1)環境騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域の周囲の 12 地点（環境 1～環境 6、環境 8～

環境 10、環境 a、環境 a’及び環境 b）とした。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

「(1)環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(3)風況 

【文献その他の資料調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域内の 1地点（ドップラーライダー）とした。 

 

 

 

 

居住 状 況及

び準 備 書審

査等 を 踏ま

え、 地 点を

見直した。 
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表 8.2-3(15) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

 

音 

施設の稼働 

 

5．調査期間等 

(1)環境騒音の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

2 季について、72 時間測定を行った。 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

秋季：令和 2 年 11 月 17 日(火) 12 時 ～ 20 日(金) 12 時 

春季：令和 3 年  5 月 13 日(木) 12 時 ～ 15 日(土) 12 時 

18 日(火) 12 時 ～ 19 日(水) 12 時 

・追加調査 ※環境 a、環境 b 

春季：令和 4 年  3 月 30 日(水) 12 時 ～ 4 月 2 日(土) 12 時 

秋季：令和 4 年 11 月  1 日(火) 12 時 ～ 4 日(金) 12 時 

・再追加調査 ※環境 a’ 

春季：令和 7 年  3 月  3 日(月) 12 時 ～ 7 日(金) 12 時 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

令和 2 年 11 月 17 日 

・追加調査 ※環境 a、環境 b 

令和 4 年 11 月  2 日 

・再追加調査 ※環境 a’ 

令和 7 年  3 月  3 日 

(3)風況 

【文献その他の資料調査】 

「(1)環境騒音の状況」の現地調査と同じ期間の情報を収集した。 

 

 

 

 

準備 書 審査

等 を 踏 ま

え、 追 加調

査を 実 施し

た。 

6．予測の基本的な手法 

音源の形状及び騒音レベル等を設定し、「ISO9613-2 屋外における

音の伝搬減衰－一般的計算方法」により騒音レベルを予測した。 

なお、空気吸収減衰については、地域の気温・湿度の特性を反映さ

せるため、「5.調査期間等 (1) 環境騒音の状況」と同じ期間の気象

条件を基に、JIS Z 8738「屋外の音の伝搬における空気吸収の計算」

（ISO9613-1）により算出した。 

また、当事業と既設風力発電所との累積的な影響については、既設

風力発電所からの寄与値を合成することにより予測した。 

 

    7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した対象事業実施区域の

周囲の 12地点（環境 1～環境 6、環境 8～環境 10、環境 a、環境 a’及

び環境 b）とした。 

居住 状 況及

び準 備 書審

査等 を 踏ま

え、 地 点を

見直した。 

9．予測対象時期等 

すべての風力発電機が稼働している時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働に伴う騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回避又

は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成 29

年）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどう

かを評価した。 
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表 8.2-3(16) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

低

周

波

音 

施設の稼働 

 

1．調査すべき情報 

(1)低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

(2)地表面の状況 

 

 2．調査の基本的な手法 

(1)低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

【現地調査】 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成 12

年）に定められた方法により G特性音圧レベル及び 1/3オクターブバ

ンド音圧レベルを測定し、調査結果の整理を行った。測定時の風雑

音の影響を抑制するため、マイクロホンは地表面付近に設置すると

ともに、防風スクリーンを装着した。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査し

た。 

 

(
 

超

低

周

波

音

を

含

む 

。
） 

3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

(1)低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

【現地調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域の周囲の 12 地点（環境 1～環境 6、環境 8～

環境 10、環境 a、環境 a’及び環境 b）とした。 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

「(1)低周波音（超低周波音を含む。）の状況」と同じ地点とし

た。 

 

 

居住 状 況及

び準 備 書審

査等 を 踏ま

え、 地 点を

見直した。 

5．調査期間等 

(1)低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

【現地調査】 

2 季について、72 時間測定を行った。 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

秋季：令和 2 年 11 月 17 日(火) 12 時 ～ 20 日(金) 12 時 

春季：令和 3 年  5 月 13 日(木) 12 時 ～ 15 日(土) 12 時 

18 日(火) 12 時 ～ 19 日(水) 12 時 

・追加調査 ※環境 a、環境 b 

春季：令和 4 年  3 月 30 日(水) 12 時 ～ 4 月 2 日(土) 12 時 

秋季：令和 4 年 11 月  1 日(火) 12 時 ～ 4 日(金) 12 時 

・再追加調査 ※環境 a’ 

春季：令和 7 年  3 月  3 日(月) 12 時 ～ 7 日(金) 12 時 

(2)地表面の状況 

【現地調査】 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

令和 2 年 11 月 17 日 

・追加調査 ※環境 a、環境 b 

令和 4 年 11 月  2 日 

・再追加調査 ※環境 a’ 

令和 7 年  3 月  3 日 

 

 

準備 書 審査

等 を 踏 ま

え、 追 加調

査を 実 施し

た。 

6．予測の基本的な手法 

音源の形状及びパワーレベル等を設定し、点音源の距離減衰式によ

り G 特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバンド音圧レベルを予測し

た。 

なお、回折減衰、空気吸収による減衰は考慮しないものとした。 

また、当事業と既設風力発電所との累積的な影響については、既設

風力発電所からの寄与値を合成すること等により予測した。 
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表 8.2-3(17) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

低

周

波

音 

施設の稼働 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した対象事業実施区域の

周囲の 12地点（環境 1～環境 6、環境 8～環境 10、環境 a、環境 a’及

び環境 b）とした。 

居住 状 況及

び準 備 書審

査等 を 踏ま

え、 地 点を

見直した。 

(
 

超

低

周

波

音

を

含

む 

9．予測対象時期等 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大となる時期とし

た。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働に伴う低周波音（超低周波音を含む。）に関する影響が

実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

①「超低周波音を感じる最小音圧レベル」との比較 

超低周波音の心理的・生理的影響の評価レベル（ISO-7196）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価した。 

②「建具のがたつきが始まるレベル」との比較 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成 12

年）に記載される「建具のがたつきが始まるレベル」と、調査及

び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを評価し

た。 

③「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」との比較 

文部省科学研究費「環境科学」特別研究：超低周波音の整理・

心理的影響と評価に関する研究班『昭和 55 年度報告書 1 低周波

音に対する感覚と評価に関する基礎研究』に記載される「圧迫

感・振動感を感じる音圧レベル」と、調査及び予測の結果との間

に整合性が図られているかどうかを評価した。 

 

。
） 
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表 8.2-3(18) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

 

動 

振 

 

動 

工事用資材

等の搬出入 

 

1．調査すべき情報 

(1)道路交通振動の状況 

(2)沿道の状況 

(3)道路構造の状況 

(4)交通量の状況 

(5)地盤の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)道路交通振動の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 4 年度 大気・騒音調査結果」（鹿児島県）等による情報の

収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に定められた振動レベル

測定方法（JIS Z 8735）に基づいて時間率振動レベル（L10）を測定

し、調査結果の整理及び解析を行った。 

(2)沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査した。 

(3)道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数、幅員及び道路の縦横段形状につい

て、目視による確認及びメジャーによる測定を行った。 

(4)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」(国土交通省、令和 5 年)等による情報の収集並び

に当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

調査地点の方向別・車種別交通量及び走行速度を調査した。 

(5)地盤の状況 

【現地調査】 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基

づき、地盤卓越振動数を測定した。 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とした。 

 

4．調査地点 

(1)道路交通振動の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 2 地点（沿道及び追

加沿道）とした。 

(2)沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え、

調査 地 点を

追加した。 
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表 8.2-3(19) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

 

動 

振 

 

動 

工事用資材

等の搬出入 

 

(3)道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(4)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿

道とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(5)地盤の状況 

【現地調査】 

「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

 

5．調査期間等 

(1)道路交通振動の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

平日及び土曜日の 6～22 時に各 1 回行った。 

・本調査 

 平 日：令和 2 年 10 月 30 日（金） 

 土曜日：令和 2 年 10 月 24 日（土） 

・追加調査 

 平 日：令和 4 年 12 月  9 日（金） 

 土曜日：令和 4 年 12 月 10 日（土） 

(2)沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通振動の状況」の現地調査期間中に 1 回行った。 

(3)道路構造の状況 

【現地調査】 

・本調査 ：令和 2 年 10 月 24 日 

・追加調査：令和 4 年 12 月  9 日 

(4)交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「(1)道路交通振動の状況」の現地調査と同じ期間とした。 

(5)地盤の状況 

【現地調査】 

・本調査 ：令和 2 年 10 月 24 日 

・追加調査：令和 4 年 12 月  9 日 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え、

追加 調 査を

実施した。 

    6．予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基

づき、時間率振動レベル（L10）を予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した工事関係車両の主要

な走行ルート沿いの 2 地点（沿道及び追加沿道）とした。 

準備 書 審査

を踏 ま え、

予測 地 点を

追加した。 
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表 8.2-3(20) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

 

動 

振 

 

動 

工事用資材

等の搬出入 

 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の等価交通量※の合計が最大とな

る時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入に伴う振動に関する影響が実行可能な範囲

内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかどうかを評価した。 

(2)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）に基づく道

路交通振動の要請限度と、調査及び予測の結果との間に整合性が図

られているかどうかを評価した。 

 

 

 

  

 
※等価交通量とは、小型車両に比べて大型車両の方が振動の影響が大きいことを踏まえ、「旧建設省土木研究所の提

案式」を参考に、「大型車 1 台＝小型車 13 台」の関係式で小型車相当に換算した交通量である。 
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表 8.2-3(21) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

 

動 

振 

 

動 

建設機械の

稼 働 

 

1．調査すべき情報 

(1)振動の状況 

(2)地質の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)振動の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 4 年度 大気・騒音調査結果」（鹿児島県）等による情報の

収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

振動レベル測定方法（JIS Z 8735:1981）に基づき鉛直方向時間率

振動レベル（L10）を測定し、調査結果の整理及び解析を行った。 

(2)地質の状況 

【文献その他の資料調査】 

表層地質図等による情報の収集並びに当該情報の整理を行った。 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

(1)振動の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）」

に示す対象事業実施区域の周囲の 11 地点（環境 1～環境 6、環境 8～

環境 10、環境 a 及び環境 b）とした。 

(2)地質の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

 

 

 

居住 状 況及

び準 備 書審

査 を 踏 ま

え、 地 点を

見直した。 

5．調査期間等 

(1)振動の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

平日に 1 回行った。 

・本調査  ※環境 1～環境 6、環境 8～環境 10 

環境 1,2,4～6,8：令和 2 年 11 月 16 日 8 時 ～ 17 日 8 時 

環境 3,10      ：令和 2 年 11 月 18 日 8 時 ～ 19 日 8 時 

環境 9         ：令和 2 年 11 月 20 日 8 時 ～ 21 日 8 時 

・追加調査 ※環境 a、環境 b 

令和 4 年 11 月 2 日 8 時 ～3 日 8 時 

(2)地質の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

 

 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え、

追加 調 査を

実施した。 

6．予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25 年）に基

づき、振動レベルを予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 
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表 8.2-3(22) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

 

動 

振 

 

動 

建設機械の

稼 働 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した対象事業実施区域の

周囲の 11地点（環境 1～環境 6、環境 8～環境 10、環境 a及び環境 b）

とした。 

居住 状 況及

び準 備 書審

査 を 踏 ま

え、 地 点を

見直した。 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最

大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う振動に関する影響が実行可能な範囲内で回

避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを評価した。 

 

 

表 8.2-3(23) 騒音及び超低周波音、振動調査地点の設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

工事用資材等の 

搬 出 入 

沿道 工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 328 号）沿いの住宅等とした。 

追加沿道 工事関係車両の主要な走行ルート（鹿児島市道東西雪元線）沿いの住宅等とした。 

建設機械の稼働 

及び施設の稼働 

環境 1 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 2 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 3 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 4 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 5 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 6 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 8 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 9 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 10 ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 a ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 a’ ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、環境 a より東側の地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

環境 b ・風力発電機の設置位置に近い地域であり、周囲に住宅等が存在する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

注：「環境 7」は居住が確認されないことから欠番とした。  

 
※風力発電機と受音点との間に遮蔽物（地形）がない条件下では音の回折による減衰量が少なく、音が伝わりやす

い条件となる。この条件に該当する地点を選定するため、風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）

を確認した。なお、可視領域のシミュレーションでは標高（地形）のみを考慮しており、木々や人工構造物によ

る遮蔽を考慮していない。 
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図 8.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音、低周波音、振動等）  
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表 8.2-3(24) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水

環

境 

水 

 

質 

水

の

濁

り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

1．調査すべき情報 

(1)浮遊物質量の状況 

(2)流れの状況 

(3)土質の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「令和 4 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（鹿児島県

HP）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59

号）に定められた方法に基づいて浮遊物質量を測定し、調査結果の

整理を行った。 

(2)流れの状況 

【現地調査】 

JIS K 0094 に定められた方法に基づいて流量を測定し、調査結果

の整理を行った。 

(3)土質の状況 

【現地調査】 

対象事業実施区域内で採取した土壌を用いて土壌の沈降試験（試

料の調整は JIS A 1201 に準拠し、沈降実験は JIS M 0201 に準拠す

る。）を行い、調査結果の整理及び解析を行った。 

 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の河川とした。 

 

4．調査地点 

(1)浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河川等

とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-2(1) 水環境の調査位置（水質）」に示す対象事業実施区

域の周囲の 7 地点（水質 1～水質 7）とした。 

(2)流れの状況 

【現地調査】 

「(1)浮遊物質量の状況」の現地調査と同じ地点とした。 

(3)土質の状況 

【現地調査】 

「図 8.2-2(2) 水環境の調査位置（土質）」に示す対象事業実施区

域内の 2 地点（土質 1、土質 2）とした。 

 

 

 

 

 

事業 計 画を

踏ま え 、地

点の 見 直し

を行った。 
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表 8.2-3(25) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水

環

境 

水 

 

質 

水

の

濁

り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

5．調査期間等 

(1)浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

4 季に各 1 回行った。また、降雨時調査を 1 回行った。 

 夏季 ：令和 2 年  8 月  9 日 

 秋季 ：令和 2 年 11 月 17 、18 日 

 冬季 ：令和 3 年  2 月  5 日 

 春季 ：令和 3 年  4 月 16 日 

 降雨時：令和 3 年  7 月 10 、11 日 

(2)流れの状況 

【現地調査】 

「(1)浮遊物質量の状況」の現地調査と同日に行った。 

(3)土質の状況 

【現地調査】 

土壌の採取を 1 回行った。 

 令和 3 年  6 月 8 日 

 

6．予測の基本的な手法 

Trimble＆Sartz（1957）が提唱した｢重要水源地における林道と水

流の間の距離」等に基づき、沈砂池の濁水に関して土壌浸透に必要な

距離を算出し、沈砂池からの濁水が河川へ流入するか否かを予測し

た。 

また、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（面整備事業環境

影響評価研究会、平成 11 年）に基づき、水面積負荷より沈砂池排水

口における排水量及び浮遊物質量を予測し、沈砂池からの濁水が流入

すると予測した河川について「5.調査期間等」に示す降雨時調査結果

を踏まえて完全混合モデルにより浮遊物質量を予測※した。 

 

より適切な 

記載とした。 

    7．予測地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

8．予測地点 

対象事業実施区域内において設置する沈砂池排水口を集水域に含む

河川とした。 

 

9．予測対象時期等 

工事計画に基づき、造成裸地面積が最大となる時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工に伴う水の濁りに関する影響が実行可能な範囲内で

回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうかを評価した。 

 

 

 

 
※沈砂池からの排水が沢又は河川まで達すると推定した場合における浮遊物質量の予測条件の設定方針は、以下の

とおりである。 

・降雨条件：降雨時調査時の対象事業実施区域の周囲の八重山地域気象観測所の時間最大降雨量を使用した。 

・仮設沈砂池へ流入する濁水の初期浮遊物質量：「新訂版 ダム建設工事における濁水処理」（財団法人日本ダム協

会、平成 12 年）に記載される開発区域における初期浮遊物質量（1,000～3,000mg/L）を参考に、2,000mg/L とし

た。 

・流出係数：「林地開発許可制度の手引き」（鹿児島県）より 1.0（開発区域（裸地、浸透能小））とした。 
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表 8.2-3(26) 水質及び土質調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

浮 遊 物 質 量 

及 び 

流 れ の 状 況 

水質 1 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（樋脇川）の支流である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 2 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（樋脇川）の支流である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 3 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（甲突川）である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 4 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（神之川）である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 5 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（大里川）である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 6 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（八房川）である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 7 ・風力発電機の設置予定範囲に近接する河川（市比野川）である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

土 質 の 状 況 土質 1 ・対象事業実施区域に分布する安山岩質岩石の地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

土質 2 ・対象事業実施区域に分布する玄武岩質岩石の地点とした。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 
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図 8.2-2(1) 水環境の調査位置（水質）  
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図 8.2-2(2) 水環境の調査位置（土質）  

「20 万分の 1 土地分類基本調査（表層地質図）鹿

児島県」（国土交通省 HP、閲覧：令和 6年 8月） 

より作成 

 



 

8.2-40 

() 

表 8.2-3(27) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

そ

の

他

の

環

境 

そ

の

他 

風

車

の

影 

施設の稼働 

 

1．調査すべき情報 

(1)土地利用の状況 

(2)地形の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

【文献その他の資料調査】 

地形図、住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行っ

た。 

【現地調査】 

現地を踏査し、土地利用や地形、建物の配置や植栽等の状況を把

握した。 

 

    3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

調査地域内の風力発電機の配置に近い住宅等とした。 

 

5．調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

令和 3 年 10 月 23 日 

令和 6 年 9 月 9 日 

 

 

事業 計 画を

踏ま え 、追

加調 査 を実

施した。 

6．予測の基本的な手法 

太陽の高度・方位及び風力発電機の高さ等を考慮し、ブレードの回

転によるシャドーフリッカーの影響時間（等時間日影図）を、シミュ

レーションにより定量的に予測した。 

また、当事業と既設風力発電所との累積的な影響については、既設

風力発電所も含めた形で上記の予測を行った。 

 

7．予測地域 

「図 8.2-3 風車の影の調査予測地域」に示す各風力発電機から

2km の範囲※とした。 

 

8．予測地点 

予測地域内の住宅等とした。 

 

9．予測対象時期等 

すべての風力発電機が定格出力で運転している時期とした。 

なお、予測は年間、冬至、夏至及び春分・秋分とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働に伴う風車の影に関する影響が実行可能な範囲内で回

避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを評価した。 

※国内には風車の影に関する目標値や指針値等がないことから、

ドイツにおける指針値（実際の気象条件等を考慮しない場合、

年間 30 時間かつ 1 日最大 30 分を超えない。）を参考に、環境影

響を回避又は低減するための環境保全措置の検討がなされてい

るかを評価した。 

 

 

 

  

 
※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、海外のア

セス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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図 8.2-3 風車の影の調査予測地域 
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表 8.2-3(28) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

1．調査すべき情報 

(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底

生動物に関する動物相の状況 

(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境

の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底

生動物に関する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

「生物多様性システム－基礎調査データベース（第 5 回動物分布

調査）」（環境省 HP）等文献その他の資料による情報の収集並びに当

該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理を行った。 

①哺乳類 

a.哺乳類 

フィールドサイン法による任意踏査調査 

捕獲調査（シャーマントラップ）、自動撮影調査 

b.コウモリ類 

夜間任意踏査調査、捕獲調査、音声モニタリング調査 

※コウモリ類については、ねぐらとして利用される可能性のある洞窟

等の位置の情報収集に努め、発見された場合は利用状況の季節変動

を把握した。 

②鳥類 

a．鳥類 

ポイントセンサス法による調査、任意観察調査 

b．希少猛禽類 

定点観察法による調査 

c．鳥類の渡り時の移動経路 

定点観察法による調査 

d．ツル類 

任意観察及び定点観察法による調査 

③爬虫類 

直接観察調査 

④両生類 

直接観察調査 

⑤昆虫類 

一般採集調査、ベイトトラップ法による調査、ライトトラップ

法による調査 

⑥陸産貝類 

直接観察調査 

⑦魚類 

捕獲調査 

⑧底生動物 

定性採集による調査 

(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息・生息環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「改訂・鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物 鹿児島県レッ

ドデータブック 2016（動物編）」（鹿児島県、平成 28 年）等による

情報収集並びに当該資料の整理を行った。 

【現地調査】 

「(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及

び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査において確認した種

から、重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息

環境の状況の整理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法書審査等

を踏まえ、追

加した。 
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表 8.2-3(29) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

※現地調査の動物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年

度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究

所、平成 25 年）では対象事業実施区域から 250m 程度、「面整備事業環境

影響評価技術マニュアルⅡ」（建設省都市局都市計画課、平成 11 年）では

同区域から 200m 程度が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の

範囲とした。猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環

境省、平成 24 年）にて、クマタカの非営巣期高利用域の半径 1.5km 程

度、オオタカの 1.0～1.5km を包含する 1.5km 程度の範囲とした。また、

魚類及び底生動物については、対象事業実施区域及びその周囲の河川や

池とした。 

 

4．調査地点 

(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底

生動物に関する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-4(1)～(21) 動物の調査位置及び調査範囲」に示す対象

事業実施区域及びその周囲とした。 

(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境

の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類

及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査地点に準じ

る。渡り鳥、希少猛禽類、ツル類については、対象事業実施区域の

上空を含めて広範囲に飛翔する可能性があることから、同区域から

約 1.5km 程度の範囲内とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 書 審査

等を 踏 まえ

追加した。 

5．調査期間等 

(1)哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類及び底

生動物に関する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

①哺乳類 

a.哺乳類 

任意踏査調査（フィールドサイン及び直接観察調査） 

夏季：令和 2 年  7 月 27 ～ 31 日、8 月 24 ～ 26 日 

秋季：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

冬季：令和 3 年  2 月  8 ～ 12 日 

春季：令和 3 年  4 月 12 ～ 14 日、19 ～ 23 日 

シャーマントラップによる捕獲調査(小型哺乳類) 

夏季：令和 2 年  8 月  3 ～  7 日 

秋季：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

春季：令和 3 年  5 月 10 ～ 14 日 

自動撮影調査 

夏季：令和 2 年  8 月  3 ～  7 日 

秋季：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

春季：令和 3 年  5 月 10 ～ 14 日 
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表 8.2-3(30) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

b.コウモリ類 

ハープトラップとかすみ網による捕獲調査 

夏季：令和 2 年  8 月 26 ～ 27 日 

秋季：令和 2 年  9 月 23 ～ 24 日 

春季：令和 3 年  5 月 24 ～ 26 日 

バットディテクターによる夜間任意踏査調査 

夏季：令和 2 年  8 月 26 ～ 27 日 

秋季：令和 2 年  9 月 23 ～ 24 日 

春季：令和 3 年  5 月 24 ～ 26 日 

音声モニタリング調査 

令和 3 年 3 月 10 日 ～ 令和 4 年 1 月 18 日 

②鳥類 

a.鳥類 

ポイントセンサス法による調査 

夏季：令和 2 年  6 月 29 日、7 月  2 日、29 ～ 30 日 

秋季：令和 2 年 10 月 14 ～ 15 日 

冬季 ：令和 2 年 12 月  7 ～ 10 日 

春季 ：令和 3 年  4 月 12 ～ 15 日 

任意観察調査 

夏季 ：令和 2 年  6 月 29 日 ～ 7 月  2 日、29 ～ 31 日 

秋季 ：令和 2 年 10 月 14 ～ 16 日 

冬季 ：令和 2 年 12 月  7 ～ 11 日 

春季 ：令和 3 年  4 月 12 ～ 14 日 

b.希少猛禽類 

令和 2 年  2月 22 ～ 27日、3月 16 ～ 18日、 4月 19 ～ 21日 

 5月 18 ～ 20日、6月 15 ～ 17日、 7月 20 ～ 22日 

 8月 17 ～ 19日、9月 14 ～ 16日、10月 19 ～ 21日 

11月 16 ～ 18日、12月 14 ～ 16日 

令和 3 年  1月 17 ～ 19日、2月 14 ～ 16日、 3月21 ～ 23日 

  4月 12 ～ 14日、 5月 24 ～ 26日、 6月 21 ～ 23日 

  7 月 12 ～ 14 日、8 月 18 ～ 20 日、29 ～ 31 日 

  9 月 21 ～ 22 日、28 ～ 30 日、10 月 27 ～ 29 日 

 11 月 24 ～ 26 日、12 月 15 ～ 17 日 

令和 4 年  1月 12 ～ 14日、2月 16 ～ 18日、12月 21～22日 

令和 5 年 1 月 18 日～21 日、2 月 22～24 日、3 月 20～22 日 

4 月 19～21 日、5 月 17～19 日、6 月 21～23 日 

7 月 19～21 日、8 月 16～18 日、9 月 20～22 日 

c.渡り鳥 

秋季：令和 2 年  9 月 8 ～ 9 日、17 ～ 18 日、24 ～ 25 日 

10 月 1 ～ 2 日、12 ～ 13 日、29 ～ 30 日 

11 月 5 ～ 6 日、19 ～ 20 日、26 ～ 27 日 

春季：令和 3 年  3 月 4 ～ 5 日、15 ～ 16 日、25 ～ 26 日 

 4 月 1 ～ 2 日、15 ～ 16 日、26 ～ 27 日 

 5 月 6 ～ 7 日、17 ～ 18 日、27 ～ 28 日 

秋季：令和 4 年  9月 21 ～ 22日 

 10月 3 ～ 4日、13 ～ 14日 

d.ツル類 

令和 2 年 12 月 8 ～13 日 

令和 3 年 1 月 6 ～ 7 日、19 ～20 日、2 月 8 ～10 日 

③爬虫類 

夏季：令和 2 年  7 月 27 ～ 31 日、8 月 24 ～ 26 日 

秋季：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

春季：令和 3 年  4 月 12 ～ 14 日、19 ～23 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果を補

足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査期間を補

足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備書審査を

踏まえ、追加

調査を実施し

た。 
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表 8.2-3(31) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

④両生類 

夏季 ：令和 2 年  7 月 27 ～ 31 日、8 月 24 ～ 26 日 

秋季 ：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

早春季：令和 3 年  2月  8 ～ 12 日 

春季 ：令和 3 年  4月 12 ～ 14 日、19 ～ 23 日 

⑤昆虫類 

一般採集調査 

夏季：令和 2 年  8 月 11 ～ 14 日 

秋季：令和 2 年 10 月 12 ～ 16 日 

春季：令和 3 年  4 月 26 ～ 29 日 

ベイトトラップ法による調査 

夏季：令和 2 年  8 月  3 ～  7 日 

秋季：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

春季：令和 3 年  5 月 10 ～ 14 日 

ライトトラップ法による調査 

夏季：令和 2 年  8 月  3 ～  7 日 

⑥陸産貝類 

夏季：令和 2 年  8 月 14 日、24 ～ 28 日 

⑦魚類 

夏季：令和 2 年  8 月 11 ～ 14 日 

秋季：令和 2 年 10 月 27 ～ 30 日 

春季：令和 3 年  5 月 11 ～ 14 日 

⑧底生動物 

夏季：令和 2 年  8 月 11 ～ 14 日 

秋季：令和 2 年 10 月 27 ～ 30 日 

春季：令和 3 年  5 月 11 ～ 14 日 

夏季：令和 4 年  8 月 30、31 日 

(2)重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境

の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、陸産貝類、魚類

及び底生動物に関する動物相の状況」の現地調査の調査期間に準じ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備 書 審査

を踏 ま え 、

追加 調 査を

実施した。 

6．予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づ

き、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び注

目すべき生息地への影響を予測した。特に、鳥類の衝突の可能性に関

しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」

（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）等に基づき、定量的に予測

した。 

また、当事業と既設風力発電所との累積的な影響については、既設

風力発電所を含めた形で予測を行った。 

 

7．予測地域 

調査地域のうち、重要な種が生息する地域及び注目すべき生息地が

分布する地域とした。 

 

8．予測対象時期等 

(1)造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による動物の生息環境への影響が最大となる時期と

した。 

(2)地形改変及び施設の存在、施設の稼働 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とし

た。 
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表 8.2-3(32) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

 

物 

重
要
な
種
及
び
注
目
す
べ
き
生
息
地
（
海
域
に
生
息
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

9．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施行、地形改変及び施設の存在、施設の稼働における重

要な種及び注目すべき生息地への影響が実行可能な範囲内で回避又

は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかを評価した。 
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表 8.2-3(33) 調査の手法（動物） 

項目 調査手法 内容 

哺乳類 フィールドサイン法

（任意踏査）による

調査 

調査範囲を踏査し、生息個体の足跡、糞、食痕等の痕跡（フィールドサイン）を

確認し、その位置を記録する直接観察及び生活痕跡、死体等の確認により出現種

を記録した。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合はその個体数、確

認位置、生息環境等を記録した。 

小型哺乳類捕獲調査 各調査地点にシャーマントラップを 20 個、約 10m おきに設置し、フィールドサ

イン調査では確認し難いネズミ類等の小型哺乳類を捕獲した。捕獲した個体につ

いては、種名、性別のほかに種の判定根拠となるよう、体長、尾長、後足長、体

重等を記録した。 

自動撮影調査 調査範囲に出現する哺乳類がけもの道として利用しそうな林道や作業道に無人セ

ンサーカメラを設置し、けもの道を利用する動物を確認した。 

コ

ウ

モ

リ

類

調

査 

夜間任意踏査

調査 

調査地点において立ち入り可能な時間帯にバットディテクターを使用し、調査範

囲内におけるコウモリ類の生息の有無を確認した。 

捕獲調査 任意観察及び捕獲調査（ハープトラップ、かすみ網を使用した）により、種名、

性別、体長、個体数等を記録した。 

音声モニタリ

ング調査 

コウモリ類のエコロケーションパルスを可視化できるバットディテクター（Song 

Meter SM4BAT FS、Wildlife Acoustics 社製 等）及び適宜、エクステンション

ケーブルと外付けマイクを用いて、樹高棒による高高度の録音調査を 4 地点、風

況観測塔による高高度の録音調査を 1 地点で実施した。樹高棒では、先端にマイ

クを取り付け、樹冠上に突き出るように設置した。風況観測塔では、約 10m と約

50m の高度にマイクを取り付けた。 

鳥類 ポイントセンサス法

による調査 

設定したポイントにおいて、15分間の観察を実施し、周囲半径 25m内に出現する

鳥類を直接観察、鳴き声等により確認し、種名、個体数、確認位置、飛翔高度、

生息環境等を記録した。調査時間は早朝から数時間とし、各ポイント 2 日間実施

した。 

任意観察調査 調査範囲を踏査し、出現した種名を記録した。適宜周辺環境に応じて任意踏査を

実施した。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合はその個体数、確認

位置、飛翔高度、生息環境等を記録した。 

猛禽類 定点観察法による調

査 

定点の周囲に生息する希少猛禽類の確認状況や探餌、採餌行動、飛翔高度等を記

録した。また、営巣の状況についても記録した。 

渡り鳥 定点観察法による調

査 

日の出前後及び日没前後を中心とした時間帯に、調査定点付近を通過する猛禽

類、小鳥類等の渡り鳥の飛翔ルート、飛翔高度、個体数等を記録した。 

ツル類 任意観察調査 調査範囲を踏査し、出現したツル類を記録した。重要な種及び注目すべき生息地

が確認された場合はその個体数、確認位置、飛翔高度、生息環境等を記録した。 

定点観察法による調

査 

日の出前後及び日没前後を中心とした時間帯に、ねぐらと採餌場を移動するツル

類の飛翔ルートや飛翔高度を記録した。 

爬虫類・

両生類 

 

直接観察調査 調査範囲を踏査し、爬虫類、両生類の直接観察、抜け殻、死骸等の確認により、

出現種を記録した。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、その個

体数、確認位置、生息環境等を記録した。なお、両生類に関する調査では、繁殖

に適した場所を任意で探索し、位置、確認種等を記録した。 

昆虫類 一般採集調査 調査範囲を踏査し、直接観察法、スウィーピング法、ビーティング法等の方法に

より採集を行った。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合はその個体

数、確認位置、生息環境等を記録した。採集された昆虫類は基本的に室内で検

鏡・同定した。 

ベイトトラップ法に

よる調査 

調査地点において、誘引物をプラスチックコップ等に入れ、口が地表面と同じに

なるように埋設し、地表徘徊性の昆虫類を捕獲した。採集された昆虫類は室内で

検鏡・同定した。 

ライトトラップ法に

よる調査 

調査地点において、ブラックライトを用いた捕虫箱（ボックス法）を設置し、夜

行性の昆虫を誘引し、採集した。捕虫箱は夕方から日没時にかけて設置し、翌朝

回収した。採集された昆虫類は室内で検鏡・同定した。 

陸産貝類 直接観察調査 調査範囲を踏査し、直接観察法、見つけ採り等の方法により採集を行った。重要

な種及び注目すべき生息地が確認された場合はその個体数、確認位置、生息環境

等を記載した。採集された陸産貝類は基本的に室内で検鏡・同定した。 

魚類 捕獲調査 特別採捕許可を取得し、投網、さで網、たも網、定置網等による捕獲調査を実施

した。 

底生動物 定性採集による調査 石礫の間や下、砂泥、落葉の中、抽水植物群落内等、様々な環境を対象とし、た

も網等を用いて採集を行った。 
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表 8.2-3(34) 哺乳類調査地点の設定根拠（小型哺乳類捕獲調査・自動撮影調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

・小型哺乳類捕獲調査 

（シャーマントラップ） 

・自動撮影調査 

St.1 常緑樹林（スダジイ群落） 
対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

St.2 
針葉樹林（スギ・ヒノキ植

林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

St.3 
針葉樹林（スギ・ヒノキ植

林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

St.4 常緑樹林（スダジイ群落） 
対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

St.5 
針葉樹林（スギ・ヒノキ植

林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

St.6 竹林 
対象事業実施区域の竹林における生息状況を把握

するために設定した。 

St.7 常緑樹林（スダジイ群落） 
対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

St.8 
針葉樹林（スギ・ヒノキ植

林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

St.9 
常緑樹林（ハクサンボク－

マテバシイ群落） 

対象事業実施区域のハクサンボク－マテバシイ群

落における生息状況を把握するために設定した。 

St.10 低木林（伐採跡地群落） 
対象事業実施区域の伐採跡地群落における生息状

況を把握するために設定した。 

注：生態系の餌資源調査を兼ねた調査のため、環境類型と植生区分の面積に応じて 1～3 地点の計 10 地点を設定し

た。 

 

表 8.2-3(35-1) 哺乳類調査地点の設定根拠（コウモリ類生息状況調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ハープトラップ

及びかすみ網に

よる捕獲調査 

HT1 
常緑樹林 (スダジイ群

落) 

主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するコウモリ類を

確認するために設定した。 

HT2 
常緑樹林 (スダジイ群

落) 

主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するコウモリ類を

確認するために設定した。 

HT3 
針葉樹林(スギ・ヒノキ

植林) 

主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するコウモリ

類を確認するために設定した。 

HT4 
常緑樹林（ハクサンボ

ク-マテバシイ群落） 

主に常緑樹林（ハクサンボク-マテバシイ群落）に生息

するコウモリ類を確認するために設定した。 

HT5 
針葉樹林(スギ・ヒノキ

植林) 

主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するコウモリ

類を確認するために設定した。 

バットディテク

ターによる調査 
夜間任意踏査を基本とし、ハープトラップ及びかすみ網を実施した地点においても行った。 

 

表 8.2-3(35-2) 哺乳類調査地点の設定根拠（音声モニタリング調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

音声モニタリ

ング調査 

JT1 
針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
設置高度 10m 

西側の尾根部及び高高度における生息状況を把

握するため、樹高棒の位置に設定した。 

JT2 
常緑樹林(スダジイ群落) 
設置高度 10m 

JT3 
常緑樹林（ハクサンボク-マテバシイ
群落）設置高度 10m 

風力発電機配置東側の尾根部及び高高度におけ

る生息状況を把握するため、樹高棒の位置に設

定した。 JT4 
常緑樹林(スダジイ群落) 
設置高度 10m 

JT5 
常緑樹林（ハクサンボク-マテバシイ
群落）設置高度 10m と 50m 

風力発電機配置東側の尾根部及び高高度におけ

る生息状況を把握するため、高度別に機材を設

置できる風況観測塔等の位置に設定した。 

  



 

8.2-49 

() 

表 8.2-3(36) 鳥類調査地点の設定根拠（ポイントセンサス法による調査） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ポイントセンサス法 

P1 
常緑樹林 

（スダジイ群落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息

状況を把握するために設定した。 

P2 
針葉樹林 

（スギ・ヒノキ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における

生息状況を把握するために設定した。 

P3 
針葉樹林 

（スギ・ヒノキ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における

生息状況を把握するために設定した。 

P4 
針葉樹林 

（スギ・ヒノキ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における

生息状況を把握するために設定した。 

P5 
常緑樹林 

（スダジイ群落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息

状況を把握するために設定した。 

P6 
常緑樹林 

（スダジイ群落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息

状況を把握するために設定した。 

P7 
常緑樹林 

（スダジイ群落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息

状況を把握するために設定した。 

P8 
常緑樹林 

（スダジイ群落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息

状況を把握するために設定した。 

P9 竹林 
対象事業実施区域の竹林における生息状況を把

握するために設定した。 

P10 
針葉樹林 

（スギ・ヒノキ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における

生息状況を把握するために設定した。 

P11 
針葉樹林 

（スギ・ヒノキ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における

生息状況を把握するために設定した。 

P12 
針葉樹林 

（スギ・ヒノキ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における

生息状況を把握するために設定した。 

P13 
落葉樹林 

（ハクサンボク－マテバシイ群落） 

対象事業実施区域のハクサンボク－マテバシイ

群落における生息状況を把握するために設定し

た。 

P14 
落葉樹林 

（ハクサンボク－マテバシイ群落） 

対象事業実施区域のハクサンボク－マテバシイ

群落における生息状況を把握するために設定し

た。 

P15 
常緑樹林 

（スダジイ群落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息

状況を把握するために設定した。 

P16 
乾性草地 

（路傍・空地雑草群落） 

対象事業実施区域の路傍・空地雑草群落におけ

る生息状況を把握するために設定した。 

 

表 8.2-3(37-1) 鳥類調査地点の設定根拠（希少猛禽類調査） 

調査手法 
調査

地点 
設定根拠 

定点観察法 

St.1 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を目的とし

て設定した。 

St.2 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.3 調査範囲の西側尾根部周辺における生息状況の把握を目的として設定した。 

St.4 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.5 調査範囲西側における生息状況の把握を目的として設定した。 

St.6 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.7 調査範囲西側における生息状況の把握を目的として設定した。 

St.8 対象事業実施区域の南西側におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.9 
調査範囲の西側に位置する中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.10 
調査範囲の西側に位置する中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 
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表 8.2-3(37-2) 鳥類調査地点の設定根拠（希少猛禽類調査） 

調査手法 
調査

地点 
設定根拠 

定点観察法 

St.11 
調査範囲の西側に位置する市来ダム周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を目的とし

て設定した。 

St.12 
対象事業実施区域及びその周囲の八重山尾根部周辺における生息状況の把握を目的として設

定した。 

St.13 調査範囲の南側におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.14 
対象事業実施区域及びその周囲の八重山尾根部周辺における生息状況の把握を目的として設

定した。 

St.15 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.16 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を目的とし

て設定した。 

St.17 
調査範囲の西側に位置する市来ダム下流部周辺及び中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況

の把握を目的として設定した。 

St.18 
調査範囲の西側に位置する市来ダム上流部周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的と

して設定した。 

St.19 対象事業実施区域の西側における生息状況の把握を目的として設定した。 

St.20 調査範囲の南側におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.21 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.22 
調査範囲の西側に位置する市来ダム上流部周辺におけるクマタカの生息状況確認を目的とし

て設定した。 

St.23 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.24 
調査範囲の北側に位置する天狗岩周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.25 
調査範囲の西側に位置する市来ダム下流部周辺及び中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況

の把握を目的として設定した。 

St.26 調査範囲の中央部におけるサシバの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.27 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.28 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺及び南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目

的として設定した。 

St.29 対象事業実施区域の南東部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.30 
対象事業実施区域隣接する上宮岳周辺及び南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的

として設定した。 

St.31 対象事業実施区域の南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.32 対象事業実施区域の南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.33 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.34 
調査範囲の北側に位置する天狗岩周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.35 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設

定した。 
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表 8.2-3(38) 鳥類調査地点の設定根拠（渡り鳥・ツル類調査） 

調査手法 調査地点 
地点の 

地形状況 
設定根拠 

定点観察法 

St.1 尾根部 調査範囲の西側上空における渡り飛翔の把握を目的として設定した。 

St.2 谷部 調査範囲の西側上空における渡り飛翔の把握を目的として設定した。 

St.3 尾根部 調査範囲の西側上空における渡り飛翔の把握を目的として設定した。 

St.4 山腹部 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周囲における渡り飛翔の把握を目

的として設定した。 

St.5 山腹部 
対象事業実施区域内及びその周囲の八重山尾根部周囲における渡り飛

翔の把握を目的として設定した。 

St.6 山腹部 
対象事業実施区域内及びその周囲の八重山尾根部周囲における渡り飛

翔の把握を目的として設定した。 

St.7 山腹部 調査範囲の西側上空における渡り飛翔の把握を目的として設定した。 

St.8 山腹部 
対象事業実施区域内及びその周囲の北西部における渡り飛翔の把握を

目的として設定した。 

 

表 8.2-3(39) 昆虫類調査地点の設定根拠（ベイトトラップ法・ライトトラップ法） 

調査手法 

調査地点 環境（植生） 設定根拠 ベイト 

トラップ法 

ライト 

トラップ法 

○ － K1 
常緑樹林（スダジイ群

落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

○ 〇 K2 
常緑樹林（スダジイ群

落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

○ ○ K3 
針葉樹林（スギ・ヒノ

キ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

○ － K4 
常緑樹林（スダジイ群

落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

○ － K5 
針葉樹林（スギ・ヒノ

キ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

○ ○ K6 竹林 
対象事業実施区域の竹林における生息状況を把握

するために設定した。 

○ － K7 
常緑樹林（スダジイ群

落） 

対象事業実施区域のスダジイ群落における生息状

況を把握するために設定した。 

○ － K8 
針葉樹林（スギ・ヒノ

キ植林） 

対象事業実施区域のスギ・ヒノキ植林における生

息状況を把握するために設定した。 

○ ○ K9 
常緑樹林（ハクサンボ

ク‐マテバシイ群落） 

対象事業実施区域のハクサンボク‐マテバシイ群

落における生息状況を把握するために設定した。 

○ ○ K10 
低木林（伐採跡地群

落） 

対象事業実施区域の伐採跡地群落における生息状

況を把握するために設定した。 
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 表 8.2-3(40) 魚類及び底生動物調査地点の設定根拠 

調査手法 調査地点 設定根拠 

捕獲調査及び 

定性採集調査 

W1 
対象事業実施区域の北西側に位置する八房川の中流における生息状況を把握するため

に設定した。 

W2 対象事業実施区域付近の谷底水路における生息状況を把握するために設定した。 

W3 
対象事業実施区域の南西側に位置する大里川上流における生息状況を把握するために 

設定した。 

W4 
対象事業実施区域の南西側に位置する大里川支川における生息状況を把握するために 

設定した。 

W5 
対象事業実施区域の中央部南側に位置する神之川上流における生息状況を把握するた

めに設定した。 

W6 
対象事業実施区域の南東側に位置する甲突川上流における生息状況を把握するために

設定した。 

W7 
対象事業実施区域の中央部北側に位置する戸板野川の上流部における生息状況を把握

するために設定した。 

W8 
対象事業実施区域の中央部北側に位置する市比野川の上流部における生息状況を把握

するために設定した。 

W9 
対象事業実施区域の北東側に位置する樋脇川の上流支川部における生息状況を把握す

るために設定した。 

W10 
対象事業実施区域の北東側に位置する樋脇川の上流支川部における生息状況を把握す

るために設定した。 

定性採集調査 

W11 
対象事業実施区域の北東側に位置する樋脇川の上流支川部における生息状況を把握す

るために設定した。 

W12 
対象事業実施区域の北側に位置する市比野川の上流支川部における生息状況を把握す

るために設定した。 

W13 
調査範囲の中央部に位置する八房川の上流支川部における生息状況を把握するために

設定した。 

W14 
調査範囲の中央部に位置する大里川の上流支川部における生息状況を把握するために

設定した。 

W15 
対象事業実施区域の南側に位置する神之川の上流支川部における生息状況を把握する

ために設定した。 

W16 
対象事業実施区域の南側に位置する神之川の上流支川部における生息状況を把握する

ために設定した。 

  



 

8.2-53 

() 

 

図 8.2-4(1) 動物の調査位置及び調査範囲（哺乳類：任意踏査調査） 
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図 8.2-4(2) 動物の調査位置及び調査範囲（哺乳類：任意踏査調査（東側））  
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図 8.2-4(3) 動物の調査位置及び調査範囲（哺乳類：コウモリ類以外） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(34)に対応する。 
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図 8.2-4(4) 動物の調査位置及び調査範囲（哺乳類：コウモリ類以外（東側））  

注：図中の地点名は表 8.2-3(34)に対応する。 
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図 8.2-4(5) 動物の調査位置及び調査範囲（コウモリ類） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(35)に対応する。 
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図 8.2-4(6) 動物の調査位置及び調査範囲（コウモリ類（東側））  

注：図中の地点名は表 8.2-3(35)に対応する。 
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図 8.2-4(7) 動物の調査位置及び調査範囲（鳥類）  

注：図中の地点名は表 8.2-3(36)に対応する。 
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図 8.2-4(8) 動物の調査位置及び調査範囲（鳥類（東側））  

注：図中の地点名は表 8.2-3(36)に対応する。 
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図 8.2-4(9) 動物の調査位置及び調査範囲（希少猛禽類） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(37)に対応する。 
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図 8.2-4(9) 動物の調査位置及び調査範囲（希少猛禽類（東側）） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(37)に対応する。 
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図 8.2-4(10) 動物の調査位置及び調査範囲（渡り鳥の移動経路） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(38)に対応する。 
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図 8.2-4(11) 動物の調査位置及び調査範囲（渡り鳥の移動経路（東側）） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(38)に対応する。 
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図 8.2-4(12) 動物の調査位置及び調査範囲（ツル類の移動経路） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(38)に対応する。 
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図 8.2-4(13) 動物の調査位置及び調査範囲（ツル類の移動経路（東側）） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(38)に対応する。 
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図 8.2-4(12) 動物の調査範囲（爬虫類・両生類）  
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図 8.2-4(13) 動物の調査範囲（爬虫類・両生類（東側）） 
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図 8.2-4(14) 動物の調査位置及び調査範囲（昆虫類） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(39)に対応する。 
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図 8.2-4(15) 動物の調査位置及び調査範囲（昆虫類（東側））  

注：図中の地点名は表 8.2-3(39)に対応する。 

 



 

8.2-71 

() 

 

図 8.2-4(16) 動物の調査位置及び調査範囲（陸産貝類） 
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図 8.2-4(17) 動物の調査位置及び調査範囲（陸産貝類（東側）） 
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図 8.2-4(18) 動物の調査範囲（魚類）  

注：図中の地点名は表 8.2-3(40)に対応する。 
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図 8.2-4(19) 動物の調査位置及び調査範囲（魚類（東側））

注：図中の地点名は表 8.2-3(40)に対応する。 
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図 8.2-4(20) 動物の調査範囲（底生動物）  

注：図中の地点名は表 8.2-3(40)に対応する。 
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図 8.2-4(21) 動物の調査位置及び調査範囲（底生動物（東側））  

注：図中の地点名は表 8.2-3(40)に対応する。 
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表 8.2-3(41) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

植 

 

物 

重

要

な

種

及

び

重

要

な

群

落

（
海

域

に

生

育

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

 

1．調査すべき情報 

(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

「第 6・7 回自然環境保全基礎調査－植生調査－」（環境省 HP）等

による情報の収集並びに当該情報の整理を行った。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を

行った。 

①植物相 

目視観察調査 

②植生 

ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法 

現存植生図、群落組成表の作成 

(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「改訂・鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物 鹿児島県レッ

ドデータブック 2016（植物編）」（鹿児島県、平成 28 年）等による

情報収集並びに当該資料の整理を行った。 

【現地調査】 

「(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」の

現地調査において確認された種及び群落から、重要な種及び重要な

群落の分布について、整理及び解析を行った。 

 

3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

※現地調査の植物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年

度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究

所、平成 25 年）では対象事業実施区域から 250m 程度、「面整備事業環境

影響評価マニュアルⅡ」（建設省都市局都市計画課、平成 11年）では同区

域から 200m程度が目安とされており、これらを包含する 300m程度の範囲

とした。 

 

4．調査地点 

(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-5(1)～(4) 植物の調査位置」に示す対象事業実施区域及

びその周囲約 300m の範囲内の経路等とした。 

(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」の

現地調査と同じ地点とした。 

 

5．調査期間等 

(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 
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表 8.2-3(42) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

植 

 

物 

重

要

な

種

及

び

重

要

な

群

落

（
海

域

に

生

育

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

 

【現地調査】 

①植物相 

夏季：令和 2 年  8 月  3 ～  7 日、11 ～ 14 日 

秋季：令和 2 年 10 月 12 ～ 16 日、19 ～ 23 日 

春季：令和 3 年  4 月 19 ～ 23 日 

②植生 

夏季：令和 2 年  8 月 3 ～ 7 日、11 ～14 日 

秋季：令和 2 年 11 月 9 ～13 日 

(2)重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

「(1)種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」と

同じ期間とした。 

 

 

 

 

 

方法書審査等

を踏まえ追加

した。 

6．予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づ

き、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び重

要な群落への影響を予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」のうち、重要な種及び重要な群落の生育又は分布

する地域とした。 

 

8．予測対象時期等 

(1)造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による植物の生育環境への影響が最大となる時期と

した。 

(2)地形改変及び施設の存在 

すべての風力発電施設等が完成した時期とした。 

 

9．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施行、地形改変及び施設の存在に伴う重要な種及び重要

な群落への影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを

検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

を評価した。 
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表 8.2-3(43) 調査の手法（植物） 

項目 調査手法 内容 

植物相 目視観察調査 調査地域の範囲を、樹林、草地における主要な群落を網羅するよう予め設定

した調査ルートを 3 季（春先の春植物といわれる種を確認するために早春季

にも設定する。）とも踏査した。その他の箇所については、随時補足的に踏

査した。目視により確認された植物種（シダ植物以上の高等植物）の種名と

生育状況を調査票に記録した。 

植生 ブラウン－ブランケの 

植物社会学的植生調査法 

調査地域内に存在する各植物群落を代表する地点において、ブラウン－ブラ

ンケの植物社会学的方法に基づき植生調査を行った。コドラート枠のサイズ

は、対象とする群落により異なるが、樹林地で 10m×10m から 20m×20m、草

地で 1m×1m から 3m×3m 程度をおおよその目安とした。各コドラートについ

て生育種を確認し、階層の区分、各植物の被度・群度を記録し、群落組成表

を作成した。 

現存植生図の作成 文献その他の資料、空中写真等を用いて予め作成した植生判読素図を、現地

調査により補完し作成した。図化精度は 1/10,000 程度とした。対象事業実

施区域及びその周囲約 1.5km の範囲とした。 

 

表 8.2-3(44) 植物調査地点の設定根拠（植生） 

調査手法 
調査 

地点 
群落名 設定根拠 

ブラウン－ブ

ランケの植物

社会学的植生

調査法 

S1 スギ・ヒノキ植林 対象事業実施区域内の主要な植生を網

羅するために植生図（図 8.2-5(3)～

(4)）から調査範囲内の各環境に地点を

配置するようにし、広く分布している

群落には調査地点を多く設定した。 

S2 スダジイ群落 

S3 スダジイ群落 

S4 クヌギ植林 

S5 スギ・ヒノキ植林 

S6 スダジイ群落 

S7 スダジイ群落 

S8 スギ・ヒノキ植林 

S9 ハクサンボク－マテバシイ群落 

S10 ススキ群団（Ⅶ） 

S11 クヌギ植林 

S12 スギ・ヒノキ植林 

S13 ススキ群団（Ⅶ） 

S14 スダジイ群落 

S15 ハクサンボク－マテバシイ群落 

S16 クスノキ植林 

S17 スダジイ群落 

S18 スダジイ群落 

S19 竹林 

S20 スギ・ヒノキ植林 

S21 スダジイ群落 

S22 竹林 

S23 アカメガシワ－カラスザンショウ群落 

S24 スギ・ヒノキ植林 

S25 ムクノキ－エノキ群集 

S26 ムクノキ－エノキ群集 
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図 8.2-5(1) 植物の調査範囲（植物相） 
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図 8.2-5(2) 植物の調査位置（植物相（東側）） 
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図 8.2-5(3) 植物の調査位置（植生） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(44)に対応する。 
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図 8.2-5(4) 植物の調査位置（植生（東側）） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(44)に対応する。 
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表 8.2-3(45) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生 

態 

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

1．調査すべき情報 

(1)動植物その他の自然環境に係る概況 

(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

①上位性の注目種：クマタカ 

②典型性の注目種：カラ類（シジュウカラ・ヤマガラ） 

③特殊性の注目種：特殊な環境が存在しないことから選定しない。 

※上位性、典型性の種については現地の確認状況により変更となる可能性がある。 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

地形の状況、動物、植物の文献その他の資料調査から動植物その

他の自然環境に係る概況の整理を行った。 

【現地調査】 

動物、植物の現地調査と同じとした。 

(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

動物及び植物の文献その他の資料による情報の収集並びに当該情

報の整理を行った。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を

行った。 

①クマタカ（上位性の注目種） 

a．生息状況調査 

定点観察法による調査 

b．餌種調査 

任意踏査調査（ヤマドリ、ヘビ類） 

糞粒法（ノウサギ） 

②カラ類（シジュウカラ・ヤマガラ）：樹林地の典型性の注目種 

a．生息状況調査 

ポイントセンサス調査 

ラインセンサス調査 

b．餌種調査 

捕獲調査（昆虫類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 書 審査

等を 踏 まえ

追加した。 

3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

(1)動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

動物、植物の現地調査と同じとした。 

(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「図 8.2-6(1)～(10) 生態系の調査位置」に示す対象事業実施区

域及びその周囲の経路、調査地点等とした。 
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表 8.2-3(46) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生 

態 

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

5．調査期間等 

(1)動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

動物、植物の現地調査と同じとした。 

(2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境もしく

は生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行った。 

①クマタカ（上位性の注目種） 

a．生息状況調査 

令和 2 年  2月 22 ～ 27日、3月 16 ～ 18日、 4月 19 ～ 21日 

 5月 18 ～ 20日、6月 15 ～ 17日、 7月 20 ～ 22日 

 8月 17 ～ 19日、9月 14 ～ 16日、10月 19 ～ 21日 

11月 16 ～ 18日、12月 14 ～ 16日 

令和 3 年  1月 17 ～ 19日、2月 14 ～ 16日、 3月21 ～ 23日 

  4月 12 ～ 14日、 5月 24 ～ 26日、 6月 21 ～ 23日 

  7 月 12 ～ 14 日、8 月 18 ～ 20 日、29 ～ 31 日 

  9 月 21 ～ 22 日、28 ～ 30 日、10 月 27 ～ 29 日 

 11 月 24 ～ 26 日、12 月 15 ～ 17 日 

令和 4 年  1月 12 ～ 14日、2月 16 ～ 18日、12月 21～22日 

令和 5年   1 月 18 日～21 日、2 月 22～24 日、3 月 20～22 日 

4 月 19～21 日、5 月 17～19 日、6 月 21～23 日 

7 月 19～21 日、8 月 16～18 日、9 月 20～22 日 

b．餌種調査 

糞粒法（ノウサギ） 

夏季：令和 2 年  7月 29 ～ 31 日、 8 月 25 ～ 27 日 

秋季：令和 2 年 10月 29 ～ 30 日、11 月 25 ～ 27 日 

冬季：令和 3 年  1月 21 ～ 22 日、 2 月 24 ～ 25 日 

春季：令和 3 年  4月 20 ～ 21 日、 5 月 25 ～ 26 日 

任意踏査・ポイントセンサス調査（ヤマドリ） 

夏季：令和 2 年  6 月 29日 ～  7月 2日、29 ～ 31日 

秋季：令和 2 年 10 月 14 ～ 16 日 

冬季：令和 2 年 12 月  7 ～ 10 日 

春季：令和 3 年  4 月 12 ～ 14 日 

任意踏査調査（ヘビ類） 

夏季：令和 2 年  7 月 27 ～ 31 日、8 月 24 ～ 26 日 

秋季：令和 2 年 10 月 19 ～ 23 日 

春季：令和 3 年  4 月 12 ～ 14 日、19 ～ 23 日 

②カラ類（シジュウカラ・ヤマガラ）：樹林地の典型性の注目種 

a．生息状況調査 

テリトリーマッピング法によるポイントセンサス調査 

夏季：令和 2 年  6 月 29 日、7 月 2、29、30 日 

秋季：令和 2 年 10 月 14 ～ 15 日 

冬季：令和 2 年 12 月  7 、10 日 

春季：令和 3 年  4 月 12 ～ 15 日 

テリトリーマッピング法によるラインセンサス調査 

春季：令和 3 年  5 月 11 ～ 14 日 

b．餌種調査 

ビーティング法・スウィーピング法による定量調査 

夏季：令和  2 年  8 月 11 ～ 14 日 

秋季：令和  2 年 10 月 12 ～ 16 日 

春季：令和  3 年  4 月 26 ～ 29 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査 期 間を

補足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 書 審査

等を 踏 まえ

追加した。 
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表 8.2-3(47) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生 

態 

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

6．予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づ

き、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、上位性注

目種の好適営巣環境の変化や典型性注目種の行動圏の変化等を推定

し、影響を予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」のうち、注目種等の生息・生育又は分布する地域

とした。 

 

8．予測対象時期等 

(1)造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による注目種の餌場・繁殖地・生息地への影響が最

大となる時期とした。 

(2)地形改変及び施設の存在、施設の稼働 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とし

た。 

 

9．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工、地形改変及び施設の存在、施設の稼働に伴う地域

を特徴づける生態系への影響が実行可能な範囲内で回避又は低減さ

れているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされて

いるかどうかを評価した。 
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表 8.2-3(48) 注目種選定マトリクス 

【上位性】 

評価基準 キツネ フクロウ サシバ クマタカ 

行動圏が大きく、比較的広い環境を代表する △ ○ ○ ○ 

改変区域を利用する × △ △ ○ 

現地調査において通年で継続して生息が確認されている ○ ○ × ○ 

風力発電施設の稼働による影響が懸念される × ○ ○ ○ 

周囲で繁殖している可能性が高い △ △ △ ○ 

選定結果 － － － 選定 

注：表中記号は以下のとおりである。 

○：該当する、△：一部該当する、×：該当しない 

 

【典型性】 

評価基準 カラ類 
ニホン 

カナヘビ 

ニホン 

アカガエル 
オニヤンマ 

優占する、あるいは個体数が多い ○ ○ △ △ 

対象事業実施区域に主要な生息環境が存在する ○ ○ ○ ○ 

生物間の相互関係や、生態系の機能に重要な役割を持つ ○ ○ ○ ○ 

現地調査において通年で継続して生息が確認されている ○ × × × 

調査範囲の環境を指標とする ○ ○ △ △ 

事業実施に伴い生息環境が改変される ○ ○ ○ ○ 

選定結果 選定 － － － 

注：表中記号は以下のとおりである。 

○：該当する、△：一部該当する、×：該当しない 

 

表 8.2-3(49) 注目種の選定理由（生態系） 

項目 注目種 選定理由 

上位性 クマタカ 

風力発電事業であることから行動範囲の広い猛禽類からの選定を行った。その際、対

象事業実施区域内で繁殖情報があり、年間を通して現地で確認される種として選定し

た。 

典型性 カラ類 
風力発電の設置予定範囲内は、主に樹林地である。樹林地は、シジュウカラ、ヤマガ

ラ等のカラ類が好んで生息に利用すると考えられる種として選定した。 
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表 8.2-3(50) 調査の手法（生態系） 

注目種 調査手法 内容 

上位性 

クマタカ 

生息状況調査 定点観察法による調査を実施し、生息状況や探餌、採餌行動等を記

録した。合わせて繁殖状況等も記録し、営巣の可能性がある場合

は、踏査を交えた調査を行うことで営巣地の確認にも努めた。 

餌種調査 

 

クマタカの主な餌となる哺乳類のノウサギ、大型の鳥類のヤマド

リ、地表徘徊する爬虫類のヘビ類を対象とした。 

・ノウサギ 

：コドラートを設置し、季節毎に糞の回収と計数を行った。 

・ヤマドリ・ヘビ類 

：任意踏査を実施し、確認された位置と個体数及びその環境のデー

タを記録した。 

典型性 

カラ類 

 

生息状況調査 定量性とテリトリー数を把握するため、2 つの方法を利用した。 

・ポイントセンサス調査 

：各地点から 200m 圏内で囀り等、繁殖行動に関わる行動の確認位置

を記録し、環境類型区分別に繁殖つがいのテリトリー数を推定し

た。 

・ラインセンサス調査 

：設定したセンサスルートの左右約 100m 内で囀り等の成鳥雄個体の

行動、繁殖に関わる行動が確認された位置を記録し、環境類型区分

別に繁殖つがいのテリトリー数を推定した。 

餌種調査 

（捕獲調査） 

昆虫類 カラ類の繁殖期の主な餌となる昆虫類を対象とした。 

植生タイプ別に調査地点を 14 地点設置し、各地点でスウィーピング

法、ビーティング法による昆虫類等節足動物の定量的採集を行っ

た。採集したサンプルは、室内で湿重量を計測し、植生タイプ別の

餌量の相対値とした。 
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表 8.2-3(51-1) 生態系の調査地点の設定根拠（クマタカ：生息状況調査） 

調査手法 
調査

地点 
設定根拠 

定点観察法 

St.1 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を目的とし

て設定した。 

St.2 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.3 調査範囲の西側尾根部周辺における生息状況の把握を目的として設定した。 

St.4 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.5 
調査範囲西側における生息状況の把握を目的として設定した。 

 

St.6 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.7 
調査範囲西側における生息状況の把握を目的として設定した。 

 

St.8 対象事業実施区域の南西側におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.9 
調査範囲の西側に位置する中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.10 
調査範囲の西側に位置する中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.11 
調査範囲の西側に位置する市来ダム周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を目的とし

て設定した。 

St.12 
対象事業実施区域及びその周囲の八重山尾根部周辺における生息状況の把握を目的として設

定した。 

St.13 調査範囲の南側におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.14 
対象事業実施区域及びその周囲の八重山尾根部周辺における生息状況の把握を目的として設

定した。 

St.15 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.16 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を目的とし

て設定した。 

St.17 
調査範囲の西側に位置する市来ダム下流部周辺及び中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況

の把握を目的として設定した。 

St.18 
調査範囲の西側に位置する市来ダム上流部周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的と

して設定した。 

St.19 対象事業実施区域の西側における生息状況の把握を目的として設定した。 

St.20 調査範囲の南側におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.21 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.22 
調査範囲の西側に位置する市来ダム上流部周辺におけるクマタカの生息状況確認を目的とし

て設定した。 

St.23 
対象事業実施区域の北東に位置する鷹ノ子岳周辺におけるクマタカペアの生息状況の把握を

目的として設定した。 

St.24 
調査範囲の北側に位置する天狗岩周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.25 
調査範囲の西側に位置する市来ダム下流部周辺及び中ノ平周辺におけるクマタカの生息状況

の把握を目的として設定した。 

St.26 調査範囲の中央部におけるサシバの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.27 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.28 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺及び南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目

的として設定した。 

St.29 対象事業実施区域の南東部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

注：表中の地点名は図 8.2-6(1)(2)に示す調査地点に対応する。 
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表 8.2-3(51-2) 生態系の調査地点の設定根拠（クマタカ：生息状況調査） 

調査手法 
調査

地点 
設定根拠 

定点観察法 

St.30 
対象事業実施区域隣接する上宮岳周辺及び南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的

として設定した。 

St.31 対象事業実施区域の南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.32 対象事業実施区域の南西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.33 対象事業実施区域の北西部におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定した。 

St.34 
調査範囲の北側に位置する天狗岩周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設定

した。 

St.35 
対象事業実施区域に隣接する上宮岳周辺におけるクマタカの生息状況の把握を目的として設

定した。 

注：表中の地点名は図 8.2-6(1)(2)に示す調査地点に対応する。 

 

表 8.2-3(52) 生態系の調査地点の設定根拠（クマタカ：餌種調査：ウサギ餌種調査） 

調査地点 
設定根拠 

植生タイプ 地点 コドラート数 

常緑樹林 

スダジイ群落 M1,M2,M5 30 
スダジイ群落におけるノウサギの生息

密度を把握するために設定した。 

ハクサンボク-マテバ

シイ群落 
M9,M10,M11 30 

ハクサンボク-マテバシイ群落における

ノウサギの生息密度を把握するために

設定した。 

竹林 M7 10 
竹林におけるノウサギの生息密度を把

握するために設定した。 

針葉樹林 スギ・ヒノキ植林 M6,M8,M13 30 
スギ・ヒノキ植林におけるノウサギの

生息密度を把握するために設定した。 

乾性草地 

畑雑草群落 M3,M4 20 
畑雑草群落におけるノウサギの生息密

度を把握するために設定した。 

路傍・空地雑草群落 M12,M14 20 

路傍・空地雑草群落におけるノウサギ

の生息密度を把握するために設定し

た。 

注：表中の地点名は図 8.2-6(3)(4)に示す調査地点に対応する。 
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表 8.2-3(53-1) 生態系の調査地点の設定根拠（カラ類：生息状況調査：ポイントセンサス） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ポイント 

センサス 

P1 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

P2 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

P3 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

P4 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

P5 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

P6 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

P7 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

P8 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

P9 竹林 
主に竹林に生息するカラ類を確認するために設定

した。 

P10 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

P11 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

P12 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

P13 
常緑樹林（ハクサンボク－マテ

バシイ群落） 

主に常緑樹林（ハクサンボク－マテバシイ群落）

に生息するカラ類を確認するために設定した。 

P14 
常緑樹林（ハクサンボク－マテ

バシイ群落） 

主に常緑樹林（ハクサンボク－マテバシイ群落）

に生息するカラ類を確認するために設定した。 

P15 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

P16 
乾性草地（路傍・空地雑草群

落） 

主に乾性草地（路傍・空き地雑草群落）に生息す

るカラ類を確認するために設定した。 

注：表中の地点名は図 8.2-6(7)(8)に示す調査地点に対応する。 

 

表 8.2-3(53-2) 生態系の調査地点の設定根拠（カラ類：生息状況調査：ラインセンサス） 

調査手法 調査地点 環境（植生） 設定根拠 

ライン 

センサス 

L1 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息するカラ類を

確認するために設定した。 

L2 常緑樹林(スダジイ群落) 
主に常緑樹林(スダジイ群落)に生息する生息する

カラ類を確認するために設定した。 

L3 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

L4 針葉樹林(スギ・ヒノキ植林) 
主に針葉樹林(スギ・ヒノキ植林)に生息するカラ

類を確認するために設定した。 

L5 竹林 
主に竹林に生息するカラ類を確認するために設定

した。 

L6 
乾性草地（路傍・空地雑草群

落） 

主に乾性草地（路傍・空地雑草群落）に生息する

カラ類を確認するために設定した。 

L7 
乾性草地（路傍・空地雑草群

落） 

主に乾性草地（路傍・空地雑草群落）に生息する

カラ類を確認するために設定した。 

注：表中の地点名は図 8.2-6(7)(8)に示す調査地点に対応する。  
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表 8.2-3(54) 生態系の調査地点の設定根拠（カラ類：餌種調査：昆虫類） 

調査地点 
設定根拠 

植生タイプ 地点 

常緑樹林 

スダジイ群落 K1,K2,K5 
スダジイ群落におけるカラ類の主要な餌である節足

動物の資源量を確認するために設定した。 

ハクサンボク－マテ

バシイ群落 
K9,K10,K11 

ハクサンボク－マテバシイ群落におけるカラ類の主

要な餌である節足動物の資源量を確認するために設

定した。 

竹林 K7 
竹林におけるカラ類の主要な餌である節足動物の資

源量を確認するために設定した。 

針葉樹林 スギ・ヒノキ植林 K6,K8,K13 
スギ・ヒノキ植林におけるカラ類の主要な餌である

節足動物の資源量を確認するために設定した。 

乾性草地 

畑雑草群落 K3,K4 
畑雑草群落におけるカラ類の主要な餌である節足動

物の資源量を確認するために設定した。 

路傍・空地雑草群落 K12,K14 
路傍・空地雑草群落におけるカラ類の主要な餌であ

る節足動物の資源量を確認するために設定した。 

注：表中の地点名は図 8.2-6(9)(10)に示す調査地点に対応する。 
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図 8.2-6(1) 生態系の調査位置及び調査範囲（生息状況調査：クマタカ） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(51)に対応する。 
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図 8.2-6(2) 生態系の調査位置及び調査範囲（生息状況調査：クマタカ（東側））  

注：図中の地点名は表 8.2-3(51)に対応する。 
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図 8.2-6(3) 生態系の調査位置（クマタカの餌資源調査：ノウサギ） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(52)に対応する。 
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図 8.2-6(4) 生態系の調査位置（クマタカの餌資源調査：ノウサギ（東側）） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(52)に対応する。 
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図 8.2-6(5) クマタカ餌資源量調査地点（ヤマドリ・ヘビ類調査） 
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図 8.2-6(6) クマタカ餌資源量調査地点（ヤマドリ・ヘビ類調査（東側）） 
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図 8.2-6(7) 生態系の調査位置（生息状況調査：カラ類） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(53)に対応する。 
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図 8.2-6(8) 生態系の調査位置（生息状況調査：カラ類（東側）） 

注：図中の地点名は表 8.2-3(53)に対応する。 
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図 8.2-6(9) カラ類の餌資源調査地点  

注：図中の地点名は表 8.2-3(54)に対応する。 
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図 8.2-6(10) カラ類の餌資源調査地点（東側）  

注：図中の地点名は表 8.2-3(54)に対応する。 
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表 8.2-3(55) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

景 

 

観 

 

 

主 

要 

な 

眺 

望 

点 

及 

び 

景 

観 

資 

源 

並 

び 

に 

主 

要 

な 

眺 

望 

景 

観 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

 

1．調査すべき情報 

(1)主要な眺望点及び景観資源の状況 

(2)主要な眺望景観の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)主要な眺望点及び景観資源の状況 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析を行うとともに、将来の風力発電施設

の可視領域※において検討を行った。 

また、住民が日常的に眺望する景観については、居住地域の入手

可能な資料及び現地調査にて当該情報を整理し、文献その他の資料

調査を補足した。 

※可視領域とは、主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高

データを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行

い、風力発電機（4 号機は地上高さ 154m、その他の風力発電機

は地上高さ 159m）が視認される可能性のある領域をいう。 

景観資源の状況として、調査地域内に存在する山岳、湖沼等の自

然景観資源、歴史的文化財等の人文景観資源の分布状況を、文献等

により把握した。 

(2)主要な眺望景観の状況  

【文献その他の資料調査】 

「(1)主要な眺望点及び景観資源の状況」の調査結果から主要な眺

望景観を抽出し、当該情報の整理及び解析を行った。 

【現地調査】 

現地踏査による写真撮影及び目視確認による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 計 画を

踏ま え 、よ

り適 切 な記

載とした。 

3．調査地域 

(1)主要な眺望点及び景観資源の状況 

将来の風力発電施設の可視領域及び垂直視野角 1 度以上で視認さ

れる可能性のある範囲を踏まえ、対象事業実施区域及びその周囲と

した。 

(2)主要な眺望景観の状況 

対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

4．調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

【現地調査】 

「2．調査の基本的な手法」の「(1)主要な眺望点及び景観資源の

状況」の調査結果を踏まえ選定した 18 地点に、準備書に対する鹿児

島県知事意見及び住民意見を踏まえ選定した 5 地点を追加し、「図

8.2-7 景観の調査位置」に示す主要な眺望点 23 地点とした。 

 

 

 

県知 事 意見

等 を 踏 ま

え、 主 要な

眺望 点 を追

加した。 
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表 8.2-3(56) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

景 

 

観 

 

 

主 

要 

な 

眺 

望 

点 

及 

び 

景 

観 

資 

源 

並 

び 

に 

主 

要 

な 

眺 

望 

景 

観 

 

地形改変 

及び 

施設の存在 

 

 

5．調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とした。 

【現地調査】 

最多利用季が特定されなかった地点については、一般的に落葉樹

の葉が落ち、風力発電機が視認されやすくなる落葉期（およそ 10～2

月を想定）の代表として 12 月に調査を実施した。なお、「⑨尾木場

の棚田」については「かごしまの棚田」（鹿児島県土地改良事業団体

連合会 HP）から、「⑱八重の棚田（上之丸中線中間点付近）」につい

ては、「八重の棚田地区景観計画」に掲載の写真を参考として、棚田

の最多利用季と想定される 10 月にも調査を実施した。 

令和 2 年 12 月 6～8 日 

令和 3 年 10 月 23 日 

令和 4 年 10 月 14 日 

令和 6 年 12 月 9 日、10 日、16 日、24 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加調査を
実施した。 

6．予測の基本的な手法 

(1)主要な眺望点及び景観資源の状況 

主要な眺望点及び景観資源の位置と対象事業実施区域を重ねるこ

とにより、影響の有無を予測した。 

(2)主要な眺望景観の状況 

主要な眺望点から撮影した現況の眺望景観の写真に、将来の風力

発電機の完成予想図を合成するフォトモンタージュ法により、眺望

の変化の程度を視覚的表現によって予測した。 

また、当事業と既設風力発電所との累積的な影響については、当

事業の予測範囲に既設風力発電事業が写りこむ場合に、同時に視認

できる状況をフォトモンタージュにおいて予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じとした。 

 

8．予測地点 

「2．調査の基本的な手法」において景観資源として把握した地点

並びに「4．調査地点」において主要な眺望点として選定した 23 地点

とした。 

県知 事 意見

等 を 踏 ま

え、 主 要な

眺望 点 を追

加した。 

9．予測対象時期等  

すべての風力発電施設等が完成した時期とした。 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源並びに

主要な眺望景観に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減さ

れているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされて

いるかどうかを評価した。また、「鹿児島県風力発電施設の建設等に

関する景観形成ガイドライン」（鹿児島県、平成 22 年）との整合に

留意し、関係機関との協議を行う。 

 

 

より 適 切な

記 載 と し

た。 
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表 8.2-3(57) 景観調査地点の設定根拠 

番号 調査地点 設定根拠 

① 向山自然公園 風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲内

において、不特定かつ多数の利用がある地点を主要な眺望点として

設定した。 ② 飯盛山展望所 

③ 八重山公園 

④ 八重の棚田（甲突池） 

⑤ 伊集院森林公園 

⑥ 城山公園（展望台） 

⑦ 矢筈岳 

⑧ 江口浜展望所 

⑨ 尾木場の棚田 日置市の要望を受け、主要な眺望点として設定した。 

⑩ 冠岳展望公園 

風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲内

において、不特定かつ多数の利用がある地点を主要な眺望点として

設定した。 

⑪ 浦之名地区 風力発電機が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲内

において、住宅等の存在する地区（生活環境の場）を主要な眺望点

として設定した。 ⑫ 白男地区 

⑬ 郡山地区 

⑭ 上市来地区 

⑮ 川上地区 

⑯ 高山地区 

⑰ 市比野地区 

⑱ 
八重の棚田 

（上之丸中線中間点付近） 

方法書に対する鹿児島県知事意見において、「八重の棚田地区景観

計画」における「眺望地点 3（上之丸中線中間点付近）」を調査地点

として追加することとあり、主要な眺望点として設定した。 

⑲ 八重山（山頂） 準備書に対する住民意見を踏まえ、主要な眺望点として設定した。 

⑳ ゆるり乃湯 準備書に対する鹿児島県知事意見において「鹿児島市、地域住民等

及びその他の利用者の景観に対する意見を踏まえ、「てんがら館」、

「八重棚田館」、「ゆるり乃湯」、「梨木野地区」について、調査地点

に追加した上で、再度調査、予測及び評価を行い、必要に応じ環境

保全措置を検討し、その結果を評価書に記載すること」とあり、主

要な眺望点として設定した。 

㉑ てんがら館 

㉒ 八重の棚田館 

㉓ 梨木野地区 

※「⑥城山公園（展望台）」、「⑦矢筈岳」及び「⑧江口浜展望所」については、垂直視野角 1 度以上で視認される可

能性のある範囲外であるが、方法書時において垂直視野角 1 度以上で視認される可能性があったため、調査を

行った。 
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図 8.2-7 景観の調査位置  

注：垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある

範囲は、風力発電機の地上高さが 154m の場合

は約 8.9 ㎞、159m の場合は約 9.2 ㎞であること

から、図中の破線は、それぞれの外縁を統合し

たものを示している。 
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表 8.2-3(58) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 

 

主 

要 

な 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 

 

工事用資材

等の搬出入 

 

1．調査すべき情報 

(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析を行った。 

(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理

及び解析を行った。 

なお、聞き取り調査により、文献その他の資料調査を補足した。 

【現地調査】 

現地踏査を行い、主要な人と自然との触れ合いの活動の場におけ

る利用状況及び利用環境の状況、アクセス状況を把握し、結果の整

理及び解析を行った。 

 

3．調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とした。 

 

4．調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲

とした。 

【現地調査】 

「2．調査の基本的な手法」の「(1)人と自然との触れ合いの活動

の場の状況」の調査結果を踏まえ選定した、「図 8.2-8 主要な人と

自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 7 地点（八重山、

八重山公園、八重の棚田、践祚の滝、清浦ダム、九州自然歩道、日

置市伊集院森林公園）とした。 

 

 

 

 

最新 の 事業

計画 を 踏ま

え、 地 点の

見 直 し を

行った。 

5．調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料を用いて実施した。 

【現地調査】 

令和 3 年 5 月 6～9 日並びに令和 4 年 10 月 29 日に実施した。 

また、景観の現地調査時等にも随時状況を確認した。 

 

 

 

追加 調 査を

実施した。 

6．予測の基本的な手法  

環境保全措置を踏まえ、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自

然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける交通量の変化

を予測し、利用特性への影響を予測した。 

 

7．予測地域  

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲

とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した 7 地点（八重山、八

重山公園、八重の棚田、践祚の滝、清浦ダム、九州自然歩道、日置市

伊集院森林公園）とした。 

最新 の 事業

計画 を 踏ま

え、 地 点の

見 直 し を

行った。 

9．予測対象時期等  

工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期とし

た。 
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表 8.2-3(59) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 

 

主 

要 

な 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

工事用資材

等の搬出入 

 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動

の場に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているか

を検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかどう

かを評価した。 
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表 8.2-3(60) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 

 

主 

要 

な 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1．調査すべき情報 

(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

 

2．調査の基本的な手法 

(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析を行った。 

(2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理

及び解析を行った。 

なお、聞き取り調査により、文献その他の資料調査を補足した。 

【現地調査】 

現地踏査を行い、主要な人と自然との触れ合いの活動の場におけ

る利用状況及び利用環境を把握し、結果の整理及び解析を行った。 

 

3．調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の地域とした。 

 

4．調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3．調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲

とした。 

【現地調査】 

「2．調査の基本的な手法」の「(1)人と自然との触れ合いの活動

の場の状況」の調査結果を踏まえ選定した、「図 8.2-8 主要な人と

自然との触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 7 地点（八重山、

八重山公園、八重の棚田、践祚の滝、清浦ダム、九州自然歩道、日

置市伊集院森林公園）とした。 

 

 

 

 

最新 の 事業

計画 を 踏ま

え、 地 点の

見 直 し を

行った。 

5．調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料を用いて実施した。 

【現地調査】 

令和 3 年 5 月 6～9 日並びに令和 4 年 10 月 29 日に実施した。ま

た、景観の現地調査時等にも随時状況を確認した。 

 

 

 

追加 調 査を

実施した。 

6．予測の基本的な手法  

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場について、分布及び利用環境の改変の程度を把

握した上で、利用特性への影響を予測した。 

 

7．予測地域 

「3．調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とした。 

 

8．予測地点 

「4．調査地点」と同じ、現地調査を実施した 7 地点（八重山、八

重山公園、八重の棚田、践祚の滝、清浦ダム、九州自然歩道、日置市

伊集院森林公園）とした。 

最新 の 事業

計画 を 踏ま

え、 地 点の

見 直 し を

行った。 

9．予測対象時期等  

すべての風力発電施設等が完成した時期とした。 
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表 8.2-3(61) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 

 

主 

要 

な 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

10．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活

動の場に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されている

かを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされているかど

うかを評価した。 

 

 

表 8.2-3(62) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

八重山 対象事業実施区域の周囲に位置しておりかつ工事関係車両の主要な走行ルートの

周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定多数の者が利用する主

要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があることから

設定した。 

八重山公園 

八重の棚田 

践祚の滝 対象事業実施区域の周囲に位置していること、自然観賞等の利用により不特定多

数の者が利用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可

能性があることから設定した。 
清浦ダム 

九州自然歩道（北薩コース） 

日置市伊集院森林公園 
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図 8.2-8 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置  
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表 8.2-3(63) 調査、予測及び評価の手法（廃棄物等） 

環境影響評価の項目 

調 査 、 予 測 及 び 評 価 の 手 法 
方法書からの 

変更点 
環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

廃 

棄 

物 

等 

 

 

 

産 

業 

廃 

棄 

物 

及 

び 

残 

土 

 

 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

1．予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び残土

の発生量を予測した。 

 

2．予測地域 

対象事業実施区域とした。 

 

3．予測対象時期等 

工事期間中とした。 

 

4．評価の手法 

(1)環境影響の回避、低減に係る評価 

造成等の施工に伴う産業廃棄物及び残土の発生量が実行可能な範

囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての

配慮が適正になされているかどうかを評価した。 
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